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※グレー網掛けは他分科会関連箇所

基本的方向性１：社会を生き抜く力の養成

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標１（ 生きる力」の確実な育成）「

基本施策１ 確かな学力を身に付けるための教育内容・方法の充実

１－１ 新学習指導要領の着実な実施とファローアップ等（言語活動，理数

教育，外国語教育，情報教育等の充実）

○ 改正教育基本法等における「生きる力」の理念を踏まえ、現行学習指導

要領では、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力

、 、等 主体的に学習に取り組む態度などの確かな学力の育成を目指しており

この趣旨の実現に向けて、以下の施策等を実施。

・学習指導要領の趣旨の徹底や、教育課程編成・実施上の課題や優れた実践

の共有等のための説明会・協議会の実施。

（教育課程地方説明会の参加実績：平成２６年度１２万９，０８０人）

・思考力・判断力・表現力等の効果的な育成に向け、各教科等を通じた言語

活動の充実のための取組を推進。

（平成２６・２７年度：言語活動の充実に関する実践研究の実施）

・課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業の実施（学力定着に課

題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する調査研究等 。）

・高校生を対象とした情報活用能力調査を実施。

・大学・ＮＰＯ法人等と協力し、小・中・高等学校においてプログラミング

に関する授業を実践しながら、指導上のポイントや配慮事項を整理し、教

員が適切に指導するための手引書を作成中。

（・理数教育の充実に係る取組を実施（基本施策１４－２を参照 ））

（・外国語教育の充実に係る取組を実施（基本施策１６を参照 ））

○ 児童生徒の学力や学習状況を把握し、全ての教育委員会や学校において

教育施策や指導の充実・改善に活用するため、全国学力・学習状況調査を

継続的に悉皆で実施するとともに、調査結果等から明らかになった課題の

改善等のため、教育委員会や学校における取組に対する支援等を実施。

○ 平成２６年１１月に「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方

について」中央教育審議会に諮問。平成２７年８月に新しい学習指導要領

等が目指すべき姿について 「教育課程企画特別部会 論点整理」を取り、

まとめ 「論点整理」においては 「社会に開かれた教育課程」という観。 、

点から、学習指導要領等の構造的な見直しを行うこととしており、これか

らの時代に求められる資質・能力の明確化 「アクティブ・ラーニング」、

の視点からの学習・指導方法の改善や、カリキュラム・マネジメントや学
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習評価の充実などが重要と示された。

○ 子供たちに、土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つと

して土曜授業を捉え、設置者の判断により、土曜授業を行うことが可能で

あることを明確化するため、学校教育法施行規則を改正（平成２５年１１

月２９日施行 。）

○ 平成２６年度から、質の高い土曜授業の実施のための支援策や企業・団

体等の外部人材を活用して地域における多様な学習、文化やスポーツ、体

験活動など様々な活動を促進するための支援を実施。

○ より教育基本法の趣旨に則ったバランスの取れた教科書で子供たちが学

ぶことができるよう 「教科書改革実行プラン」に沿って教科書の編集・、

検定・採択の各段階において必要な制度改善を実施。具体的には、平成２

６年１月に教科書検定基準を改正するとともに、同年４月には教科書採択

制度の改善を図るため教科書無償措置法の改正などを実施。

→ 引き続き、上記の取組を推進するとともに、次期学習指導要領等に向

けた検討を進めていく。学習指導要領等の見直しについては、平成２７

年８月に取りまとめられた「論点整理」の方向性に沿って学校段階別・

教科等別に専門的に検討を行っており、平成２８年度中に答申予定。

→ 平成２８年度は、土曜日の教育支援体制等構築事業において、地域の

要望等を踏まえ、プログラムの内容を充実するとともに実施校数の拡充

を図ることによって、子供たちにとってより豊かで有意義な土曜日を実

現していく（平成２８年度予算額１３億円 。）

１－２ ＩＣＴの活用等による新たな学びの推進

○ 総務省との連携のもと、クラウド等の最先端技術を利用しながら、学校

間、学校・家庭が連携した新しい学びを推進するための指導方法の開発、

教材や指導事例等の共有など、先導的な教育体制の構築に資する実証研究

を実施。

。 、○ 過疎化・少子高齢化が進む人口過少地域において ＩＣＴの活用により

遠隔地間における児童生徒の合同学習の充実や社会教育施設等と連携した

遠隔講座の実施など、学校教育及び社会教育における教育の質の維持向上

を図るための実証研究を実施。

○ 教員等のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、教員養成課程を有する大

学と連携して研修プログラムの策定に取り組む自治体や、ＩＣＴを活用し

た学びの充実を図るためのカリキュラム策定に取り組む自治体の支援を実

施。

○ 多様な情報端末においてデジタル教材等を利用可能とするとともに、デ

ジタル教材等による学習の過程や成果を記録して、それらを活用した学習

活動を可能とするための技術的条件について調査研究を実施。

○ 独立行政法人教員研修センターにおいて実施している、各地域で情報教
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育を推進する中核的な役割を担う指導主事等を対象とした教員研修等を通

じて、教員のＩＣＴ活用指導力の向上に努めているところ 「学校におけ。

る教育の情報化の実態等に関する調査」では 「授業中にＩＣＴを活用し、

て指導する能力」は、平成２７年３月現在、７１．４％（平成２６年３月

：６９．４％）となっており、年々向上が図られている。

（○ 言語活動の充実に係る取組を実施（基本施策１－１を参照 ））

→ ＩＣＴを活用した教育の推進を図るため、引き続き上記の取組を推進

し、教科指導におけるＩＣＴの効果的な活用と教員のＩＣＴ活用指導力

の向上に係る施策を講じる。

１－３ 高等学校教育の改善・充実

○ 中央教育審議会高等学校教育部会の「審議まとめ （平成２６年６月）」

や、高大接続改革についての中央教育審議会答申（平成２６年１２月）及

び、高大接続改革実行プラン（平成２７年１月）を踏まえ、全ての高校生

について、身に付けるべき資質・能力を確実に育み、生徒の学習意欲の喚

起、学習の改善を図ることができるよう、高等学校段階の基礎学力を評価

する新テスト「高等学校基礎学力テスト（仮称 」導入や、高等学校の教）

育内容や学習・指導方法、評価方法等について検討。

○ 高等学校における遠隔教育について、これまで原則として認められてい

なかった全日制・定時制課程の高等学校における遠隔教育を平成２７年度

より新たに制度化。

○ 生徒の多様なニーズに対応するための体制の構築や先導的な遠隔教育に

取り組む高校を支援し、高校教育の質の確保・向上の推進を図る「多様な

学習を支援する高等学校の推進事業」を実施（平成２７年度委託先：１４

団体 。）

→ 中央教育審議会の答申等を踏まえ、平成３１年度の新テストの導入等

高等学校教育の質の確保・向上に向け、具体的な検討を進める。

１－４ 復興に向けた教育の推進

○ 「復興教育支援事業」として、被災地の復興を支え、今後の学校教育の

新しいモデルともなる先進的な教育活動を実施する団体（自治体・大学・

ＮＰＯ法人等）の取組を支援（平成２７年度予算額：２，６００万円、委

託件数：７件 。）

○ 児童生徒等が、放射線に関する知識を科学的に理解し、科学的に考え行

動することができるよう、児童生徒等を対象とした出前授業等を実施。
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→ 被災地の復興状況を踏まえ、特色ある取組に対する支援を実施する。

→ 放射線に関する理解を深化するための出前授業等を引き続き実施して

いく。

１－５ 社会的・職業的自立に向け必要な能力を育成するキャリア教育の推

進（基本施策１３－１に後掲）

基本施策２ 豊かな心の育成

２－１ 道徳教育の推進

○ 教育再生実行会議の第一次提言を受け、道徳の新たな枠組みによる教科

化などの検討を行う「道徳教育の実施に関する懇談会」を開催し、平成２

５年１２月に、道徳の時間を「特別の教科 道徳 （仮称）として位置」」

付けるべきなどの報告を取りまとめた。その報告を踏まえ、平成２６年２

月に道徳に係る教育課程の改善等について、中央教育審議会に諮問し、平

成２６年１０月に「道徳に係る教育課程の改善等について （答申）がな」

された。本答申等を踏まえ、平成２７年３月に道徳の時間を新たに「特別

の教科 道徳」として位置付けることなどに係る学習指導要領の一部改正

等を実施。

○ 改正学習指導要領の全面実施（小学校：平成３０年度、中学校：平成３

１年度）に向け、平成２７年７月に改正学習指導要領に対応した学習指導

要領解説を作成するとともに、平成２７年９月に教科用図書検定基準の改

正を実施。

○ 道徳教育用教材「心のノート」を全面改訂し、児童生徒が道徳的価値に

ついて自ら考え、実際に行動できるようになることを狙いとして、新たな

教材「私たちの道徳」を作成し、全国の小・中学校に配布 「私たちの道。

徳」は、平成２６年度より使用が開始されており、文部科学省では、より

効果的な活用を促進する手引として「 私たちの道徳』活用のための指導『

資料」を作成し、全国の教員等に配布。

○ 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」として、外部講師の派

遣や保護者・地域との連携など特色ある取組や地域教材の作成 「私たち、

の道徳」の活用、教員の指導力向上を目的とした「道徳教育パワーアップ

研究協議会」の開催などに対する支援を実施（平成２７年度委託団体数：

６６件 。）
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→ 学校間・教員間で取組の格差が大きい状況。道徳教育を実施する上で

の課題として、指導の効果の把握が困難、効果的な指導方法がわからな

い、適切な教材の入手が難しいなどが指摘されており、これらの課題を

解決するための取組を引き続き行う。

、 、 。→ また 改正学習指導要領の全面実施に向け その趣旨を広く周知する

２－２ 人権教育等の推進

○ 学校教育に関しては、人権教育の実践的な研究を行う「人権教育研究推

進事業」を実施するとともに（平成２７年度：４３地域・１０１校 、平）

成２０年３月に公表した「人権教育の指導方法等の在り方について（第３

次とりまとめ 」を周知し、教育委員会や学校等における人権教育の取組）

の改善・充実を支援。平成２３年から「人権教育に関する特色ある実践事

例集」を公表。

○ 法務省の人権擁護機関では 「子どもの人権を守ろう」を啓発活動の年、

間強調事項の一つとして掲げ、人権擁護委員が中心となって、学校におけ

る総合的な学習の時間等を利用し、子供たちが「いじめ」について考える

機会をつくることによって、子供たちが相手への思いやりの心や生命の尊

さを体得すること等を目的とする「人権教室」や、配布された花の種子、

球根等を協力して育てることによって、子供たちが生命の尊さを実感し、

思いやりの心を体得することを目的とする「人権の花運動 、作文を書く」

、 、 、ことを通じて 人権尊重の重要性 必要性について理解を深めるとともに

豊かな人権感覚を身に付けることなどを目的とする「全国中学生人権作文

コンテスト」を実施するなど、各種人権啓発活動を実施 【法務省】。

→ 人権教育の推進に関する取組状況調査の結果から、各教育委員会や学

校における人権教育の取組についてはおおむねその定着が図られている

といえるが、前回の調査時と比べて大きな進展がみられるというまでに

は至っていない状況にある。今後、人権教育の指導方法等の在り方に関

する調査研究会議の議論を踏まえつつ 「第三次とりまとめ」の更なる、

周知・活用促進を図ることなどを通じ、各教育委員会や学校における人

権教育の取組の改善・充実を進める。

２－３ 生徒指導体制及び教育相談体制の整備・充実

○ 平成２７年度予算において、スクールカウンセラーについては、全公立

中学校（１万校：うち３００校は小中連携型）及び公立小学校（１万４千

校：うち６００校は小中連携型）への配置に加え、引き続き公立中学校等

への週５日相談体制の導入（２００校）等に必要な経費を計上し、スクー

ルソーシャルワーカーについては、全国で２，２４７人の配置に必要な経

費を計上。また、貧困対策のための重点加配として、スクールカウンセラ
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ーで新規に６００校を計上するとともに、スクールソーシャルワーカーに

おいても新規に６００人を計上。

○ 平成２７年１２月に「教育相談等に関する調査研究協力者会議」を設置

し、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの今後の役割

や関係機関との連携の在り方を含め、学校等における教育相談活動の今後

の方向性について検討を開始。

○ 平成２７年１月に設置した「不登校に関する調査研究協力者会議」にお

いて、不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の在り方等につ

いて検討を実施し、同年８月に中間報告を取りまとめ。この中間報告の内

容を踏まえ、フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒の状況に応じた総合

的な教育支援体制を構築するため、平成２７年度補正予算において「フリ

ースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業」に必要な経費を

計上。

○ 平成２６年１１月には、フリースクール等で学ぶ子供たちへの支援策等

を幅広く議論するきっかけとするため、全国フリースクール等フォーラム

を開催。平成２７年１月に「フリースクール等に関する検討会議」を立ち

上げ、フリースクール等で学ぶ子供への学習支援の在り方、経済的支援の

在り方などに関して検討中。

○ 平成２７年度には 「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会」を、

、 、全国４ブロックで開催し 教育委員会担当者や学校の教員等を対象として

児童生徒の自殺予防に関する基礎知識等についての研修を実施。

→ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーのニーズは年々

高まっており、教育相談を必要とする全ての児童生徒が適切な教育相談

を受けることができるよう、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーを活用した教育相談体制を一層整備・充実させる。

→ 不登校児童生徒及び児童生徒の自殺予防に関する効果的な施策の在り

方について、引き続き検討する。

２－４ いじめ，暴力行為等の問題への取組の徹底

○ 平成２６年度の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」において、暴力行為の発生件数は約５万４千件、いじめの認知件数は

約１８万８千件にのぼるなど、児童生徒の問題行動等は、教育上の大きな

課題。

、 （ ）○ 平成２７年度においては いじめ防止対策推進法 平成２５年９月施行

及び「いじめの防止等に関する基本的な方針 （平成２５年１０月文部科」

学大臣決定）の周知のため 「いじめの防止等に関する普及啓発協議会」、

や、教員を対象とした「いじめの問題に関する指導者養成研修」を開催。

○ 平成２６年度に引き続き、同法に基づく取組状況の把握と検証を行うと

ともに、いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関して、より実効的
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な対策を講じるため 「いじめ防止対策協議会」を設置。また、いじめの、

問題に主体的に取り組むリーダーとなる児童生徒を育成するとともに、全

国各地での多様な取組を一層推進するため 「全国いじめ問題子供サミッ、

ト」を開催。

○ 平成２６年度の体罰の実態を把握するための調査等を実施するととも

に、調査の結果等も踏まえながら、生徒指導担当者が出席する会議等で体

罰禁止に関する取組の抜本的な強化を求めた。

→ いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、い

じめ防止対策推進法及び基本方針に基づき、国・地方公共団体・学校・

地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの未然防止、早期発

見・早期対応のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

→ 体罰は、学校教育法で禁止されており、児童生徒の心身に深刻な悪影

響を与え、教員等への信頼を失墜させるものであるから、引き続き、そ

の禁止の徹底を図る。

２－５ 学校における体験活動及び読書活動の充実

○ 「健全育成のための体験活動推進事業」により、児童生徒の健全育成を

目的とした学校が実施する宿泊体験活動の取組を支援。

○ 平成２７年度予算においては、引き続き、農山村漁村等における様々な

創意工夫のある体験活動を通じて児童生徒の豊かな人間性や社会性を育む

取組を更に促進するため、学校教育活動における２泊３日以上の宿泊体験

活動の取組（３５６校）を支援するとともに、教育委員会が主催する夏休

み期間中等に希望者を募って行う学校教育における農山漁村体験活動の導

入のための取組（１３４地域）を支援。

、 、○ 学校における読書活動の充実については 学校図書館法の改正を踏まえ

図書整備や学校司書の配置のための取組を推進するとともに、全校一斉の

読書活動や図書館と学校図書館の連携・協力の重要性を踏まえた子供の読

書環境の充実に努めた。

【参考】

・宿泊体験活動を実施した公立小学校の割合

９２％（Ｈ２３） → ９４％（Ｈ２４）→９４％（Ｈ２５ （文部科学省調べ））

・全校一斉の読書活動の実施状況（公立学校）

小学校９６．２％、中学校８７．５％【平成２２年５月現在】

→小学校９６．７％、中学校８８．３％【平成２６年５月現在】

・公共図書館との連携状況（公立学校）

小学校７３．８％、中学校４５．４％【平成２２年５月現在】

→小学校７６．５％、中学校４９．８％【平成２４年５月現在】
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→ 学校教育における体験活動の意義や教育的効果等について、学校や教

育委員会へ引き続き周知する。また、関係省庁と連携し、体験活動の一

層の推進を図る。

２－６ 伝統・文化等に関する教育の推進

○ 改正教育基本法の趣旨を踏まえて改訂された学習指導要領では、伝統文

化に関する内容の充実が図られている。この現行学習指導要領の趣旨の実

現に向けて、以下の施策を実施。

○ 現行学習指導要領の趣旨・内容の周知、教育課程編成・実施上の課題等

の共有のための説明会・協議会の開催（教育課程地方説明会の参加実績平

成２６年度：１２万９，０８０人 。）

○ 我が国の郷土の伝統や文化に関する教育を充実させるため、全国の教育

委員会・学校の参考となる教材の作成や指導方法の開発等を行う「我が国

の伝統・文化教育の充実に係る調査研究」を実施 （採択件数：平成２７。

年度８地域）

○ 子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力

などを養うとともに、将来の芸術家や観客層の育成につなげるため、小学

校・中学校等において、一流の文化芸術団体による巡回公演や、芸術家の

派遣を行う「文化芸術による子供の育成事業」を実施 （文化芸術団体に。

よる巡回公演：平成２７年度１，８１９公演、学校への芸術家派遣：平成

２７年度２，５８４件 。）

○ 劇場、音楽堂等が小・中学校等や実演芸術団体と連携・協力を図りつつ

子供たちが一流の実演芸術に触れる機会を提供する事業等に支援する「劇

場・音楽堂等活性化事業」を実施（採択件数：平成２７年度１７２件 。）

○ 子供たちの感性や創造性を養い、将来の地域の文化芸術の担い手を育て

るため実施する文化芸術の鑑賞・体験事業等、地方公共団体が実施する地

域の文化資源等を活用した計画的な文化芸術活動を支援する「文化芸術に

よる地域活性化・国際発信推進事業」を実施（採択件数：平成２７年度１

２５件 。）

○ 子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、

華道などの伝統文化・生活文化を体験・修得できる機会を提供する「伝統

文化親子教室事業」を実施 （平成２７年度採択数３，４８３教室 。。 ）

○ 平成２４年度より実施された中学校保健体育における武道の必修化を踏

、 （ ） 、まえ 保健体育科教員及び運動部活動指導者 外部指導者を含む に対し

（ 、 、 、指導者としての資質向上を図るための武道 少林寺拳法 合気道 空手道

相撲）実技指導者講習会（講義及び実技指導）を開催し、学校等における

武道指導の充実を推進。

○ 平成２４年度より実施された中学校保健体育における武道の必修化を踏

まえ、武道の円滑かつ安全な実施のための指導参考資料「柔道指導の手引
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（三訂版 」並びに「柔道指導のための映像参考資料」を作成し、中学校）

及び高等学校に配布し、効果的な柔道の指導が行われることを支援。

○ 武道等指導充実・資質向上支援事業により、武道等の指導の充実を図る

ため、地域の指導者の活用に当たって、地域の指導者の技術及び安全に関

する専門的な指導力の活用方策や、派遣する競技団体等の支援体制の強化

に関する実践研究を実施するとともに、教員を対象とした安全指導の充実

を図るための取組を推進。

さらに、今回の学習指導要領で必修化したことの成果と課題を把握、分

析し、指導の一層の工夫改善を推進。

→ 学習指導要領を踏まえた伝統・文化等に関する教育の着実な実施のた

めの支援を充実する。

→ 学校における武道指導を支援するため、実技指導者講習会等を通じて

指導者の資質向上等を図る。

→ 武道の円滑かつ安全な実施のための指導参考資料 柔道指導の手引 三「 （

訂版 」並びに「柔道指導のための映像資料参考資料」の活用を促し、）

武道の授業の充実を図る。

、 、→ 学校における武道の指導の効果を高め 安全の確保を確実にするため

引き続き、教員の資質向上・指導力強化を含めた、指導体制、指導内容

等を整備することを一層推進する。

２－７ 青少年を有害情報から守るための取組の推進

○ スマートフォン等のインターネット接続機器の普及とともに、インター

ネットなどの長時間利用による生活リズムの乱れや、有害サイトを通じた

犯罪等に巻き込まれるケースが発生していることなどを踏まえ、文部科学

省では、青少年インターネット環境整備法等に基づき、地域・民間団体・

関係府省庁等と連携しつつ、普及啓発資料の配布、フィルタリングやイン

ターネット利用のルールに関する学習・参加型のシンポジウムの開催、春

の卒業、進学、新入学の時期に合わせた集中的な啓発活動などを実施し、

保護者及び青少年に対する啓発や教育活動を推進。

○ 各学校では、学習指導要領に基づき、インターネットの適切な利用方法

や、情報モラルなどについて指導。

○ 「ネット依存」など、情報化の進展に伴う様々な課題について教員が指

導する際に役立つ動画教材及び教員向け指導手引書について、課題の追加

等を行う改訂版及び保護者向け普及啓発教材を作成中。

○ 教育委員会や企業等と連携し、ロゴマークを活用して子供たちの情報モ

ラルの育成を図る取組を推進。さらに、情報モラルに関する教育委員会等

の取組を、実践事例集として取りまとめ、ホームページ等で周知。

【参考１】

・携帯電話、スマートフォン等を通じて１日２時間以上インターネットを利用する子供の割合
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小学生 １．２％（Ｈ２１） → ２４．１％（Ｈ２６）

中学生 ２０．９％（Ｈ２１） → ４７．４％（Ｈ２６）

高校生 ３９．１％（Ｈ２１） → ６７．３％（Ｈ２６）

（平成２６年度青少年のインターネット利用環境実態調査※（内閣府 ））

【参考２】

・ 出会い系サイト等」に関係した事件の被害児童数「

出会い系サイト以外 ７９２人（Ｈ２０） → １，４２１人（Ｈ２６）

出会い系サイト ７２４人（Ｈ２０） → １５２人（Ｈ２６）

（「 」平成２６年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について

（警察庁 ））

【参考３】

・インターネット接続機器の使い方についての家庭のルールの有無

小学生 ６０．２％（Ｈ２１） → ７４．１％（Ｈ２６）

中学生 ７３．５％（Ｈ２１） → ６９．３％（Ｈ２６）

高校生 ５１．２％（Ｈ２１） → ５０．８％（Ｈ２６）

（平成２６年度青少年のインターネット利用環境実態調査※（内閣府 ））

「 」 、※ 青少年のインターネット利用環境実態調査 は平成２６年度より調査方法等を変更したため

平成２５年度以前の調査結果と直接比較できない。

→ 青少年がインターネットを正しく利活用できるよう、上記の取組など

を引き続き進め、青少年、保護者、ＰＴＡ等に対するより一層効果的な

普及啓発活動を行う。

→ また、引き続き、学習指導要領に基づき、情報モラルに関する教育の

推進を図るとともに、教員の指導力の向上を図るなど児童生徒の情報モ

ラルの向上に向けた施策を講じる。

２－８ 新学習指導要領の着実な実施とフォローアップ等（基本施策１－１

の再掲）

２－９ 復興に向けた教育の推進（基本施策１－４の再掲）

基本施策３ 健やかな体の育成

３－１ 学校保健，学校給食，食育の充実

○ 中学校、高等学校における保健教育の実施状況を踏まえ、課題を明確に

した上で、指導参考資料の作成を行い、高等学校における保健教育を一層

推進。

○ 児童生徒の現代的健康課題に対応するため、地域の実情を踏まえた医療

機関等との連携など課題解決に向けた計画の策定、それに基づく具体的な

取組に対して支援を行うとともに、その結果等について全国的な発信を行

う「学校保健課題解決支援事業」等を実施し、学校、家庭及び地域の医療
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機関等との連携による保健管理を推進。

○ スーパー食育スクール事業を行い、栄養教諭を中心に地域の関係機関と

連携して食育を通じた学力向上、健康増進、地産地消の推進など食育の多

角的効果を検証し、成果の普及を図っている。このような取組により、栄

養教諭の配置数は増加。

○ 学校給食における米飯給食の活用を含めた地場産物の活用を促進。

【参考１】栄養教諭の配置状況

・平成２０年度：１，８９７人 → 平成２７年度：５，３５６人

【参考２】学校給食における地場産物の活用状況

・平成２０年度：２３．４％ → 平成２６年度：２６．９％

【参考３】米飯給食の実施状況（週当たり）

・平成２０年度：３．１回 → 平成２６年度：３．４回

→ 引き続き、学校保健に係る教職員の資質・能力向上、退職養護教諭や

学校医等の活用、家庭・地域との連携などにより、保健教育・保健管理

をより一層推進する。

「 」→ 平成２３年３月に食育推進会議で定された 第２次食育推進基本計画

（平成２５年１２月一部改正）等も踏まえ、栄養教諭の配置を促進する

とともに、学校給食における地場産物の活用促進及び米飯給食の一層の

普及・定着を図る。

３－２ 学校や地域における子どものスポーツ機会の充実

○ 「幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業」においては、幼児期の

運動促進を図るため、平成２４年３月に策定した幼児期運動指針を踏まえ

て、幼稚園等を対象とした地域の実情に応じた実践研究を行うとともに、

その取組内容を基とした指導参考資料を作成し、全国の幼稚園・保育所等

に配布。

○ 平成２０年度から全国体力・運動能力、運動習慣等調査を開始し、国、

地方公共団体、学校での関係施策や取組の検証を進めるとともに、調査結

果に基づき子供の体力向上を推進する事業等を実施。

【参考】

（体力合計点の推移）

・小学５年男子 平成２５年度：５３．９ → 平成２７年度：５３．８

・小学５年女子 平成２５年度：５４．７ → 平成２７年度：５５．１

・中学２年男子 平成２５年度：４１．７ → 平成２７年度：４１．８

・中学２年女子 平成２５年度：４８．３ → 平成２７年度：４８．９

（昭和６０年度との比較）

・５０ｍ走（小学５年男子）

昭和６０年度平均：９．０５秒 → 平成２６年度：９．２１秒
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・ハンドボール投げ（中学２年女子）

昭和６０年度平均：１５．３６ｍ → 平成２６年度：１３．５４ｍ

（１週間の総運動時間が６０分未満の割合）

・小学５年女子：平成２５年度：２１．０％ → 平成２７年度：１３．０％

・中学２年女子：平成２５年度：２９．９％ → 平成２７年度：２１．０％

（ 、 、 ）全国体力・運動能力 運動習慣等調査 昭和６０年度との比較については体力・運動能力調査

→ 子供の体力については、おおむね低下傾向に歯止めがかかってきてい

るが、基礎的運動能力は昭和６０年頃に比べて依然低い水準にあり、ま

た、運動する子供としない子供が二極化していることから、運動習慣が

身に付いていない子供に対する支援の充実を促進するとともに、子供の

体力を向上させるための一層効果的な取組を進める。

３－３ 新学習指導要領の着実な実施とフォローアップ等（基本施策１－１

の再掲）

３－４ 復興に向けた教育の推進（基本施策１－４の再掲）

３－５ 学校における体験活動の充実（基本施策２－５の一部再掲）

３－６ 主体的に行動する態度を育成する防災教育など学校安全に関する教

育の充実（基本施策１９－２に後掲）

基本施策４ 教員の資質能力の総合的な向上

４－１ 学び続ける教員を支援する仕組みの構築 －養成・採用・研修の一

体的な改革－

○ 平成２６年７月、中央教育審議会において「１．子供の発達や学習者の

意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」

「２．これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方に

ついて」の諮問が行われた。この諮問を受け、教員養成・採用・研修の在

り方について、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会において

審議・検討を行った。１．については小中一貫教育に対応した教員免許制

度の在り方について平成２６年１１月に「これからの学校教育を担う教員

の在り方について―小中一貫教育制度に対応した教員免許制度改革―（報

告 」を取りまとめ、平成２７年度通常国会において関連法案を提出し、）

成立した（平成２８年４月施行予定 。２．については教員養成・採用・）

研修の一体改革や学び続ける教員を支えるキャリアシステム構築のための

体制整備等の具体的方策について、平成２７年１２月に「これからの学校

教育を担う教員の資質能力の向上について」の答申を取りまとめ。更に、

本答申を踏まえ、平成２８年１月に「次世代の学校・地域」創生プランを
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公表。

○ 教職大学院の教育課程や教員組織の見直し等の具体化に向け、平成２５

年１０月 「教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施に向けた協、

力者会議」において、国立の教員養成系修士課程の教職大学院への段階的

移行等による大学院段階の教員養成の改革と充実、教職課程に関する情報

の公表及び教職課程のグローバル化対応についての報告書（ 大学院段階「

の教員養成の改革と充実等について ）を取りまとめ。」

→ 学校現場においては、グローバル化を踏まえた英語教育の強化、理数

教育、道徳教育、ＩＣＴ活用、特別支援教育、いじめ問題をはじめ、多

様な課題への対応が求められている。また、子供たちに基礎的な知識・

技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必

、 、 。 、要な思考力 判断力 表現力等を育むことが求められている そのため

教員には、これらの課題に対応するために生徒指導・教科指導をはじめ

とする幅広い分野の高い専門性と実践的な指導力を身に付けられるよ

う、平成２７年１２月の中央教育審議会答申等を踏まえ、教職生涯にわ

たって資質能力を向上させていく重要性に鑑みた教員育成の改善を図

る。

→ 平成２７年１２月の中央教育審議会答申等を踏まえ、教育委員会・大

学等からなる教員育成協議会の構築、教員育成指針・教員研修計画の全

国的な整備、文部科学大臣による教員育成指針方針の提示、独立行政法

人教員研修センターの機能強化等の検討を行う。

４－２ 大学・大学院における教員養成の改善

○ 平成２５年１０月 「教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施、

に向けた協力者会議」において 「大学院段階の教員養成の改革と充実等、

について」を取りまとめ。

○ 本報告書では、国立の教員養成系修士課程の教職大学院への段階的移行

や、専修免許状取得に際しての理論と実践の往還を重視した実践的科目の

各大学院の判断による必修化の促進、教職課程に関する情報の公表及び教

職課程のグローバル化等について提言。

○ 本報告を踏まえ、教職課程における情報の公表の義務付け、外国の大学

において修得した単位を免許状の授与を受けるための科目の単位に含める

ことができる旨の省令改正等を実施。

○ また、本報告書を踏まえ、教職大学院への移行を促進するよう、教職大

学院及び修士課程の組織編成に係る省令改正等を実施。

○ 国立大学について、国立大学改革プランに基づき、初等中等教育を担う

教員の質の向上のための機能強化を図る観点から、各大学においてミッシ

ョンの再定義を行い、組織編制の見直し等を推進。
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→ 国立大学について、平成２４年の中央教育審議会答申（教職大学院を

各都道府県に設置することを提言）及び上記報告書等を踏まえ、教職大

学院の設置等の組織編制の見直しを推進（平成２８年度に１８県１８大

学を新たに設置し、平成２８年４月現在で３８都道府県４５大学（予

定 。さらに、平成２７年１２月の中央教育審議会答申等の内容を踏）。）

まえ、多様な学びを提供する仕組み・学修環境の整備など、拡充期を迎

えた教職大学院の在り方の検討を行う。

→ 英語教育の強化や国際バカロレアなどのグローバル化に対応した教

育、理数教育、道徳教育、ＩＣＴ活用、特別支援教育、いじめ問題対応

など、学校が多様な教育課題に取り組むことが求められており、大学の

教職課程において、これらの課題に適切に対応し、学校現場の実情に即

して教育活動を展開していくことのできる指導力を育成することが課題

となっている。また、主体的・協働的に学ぶ授業を展開できる力、各教

科横断的な視野で指導できる力、学校段階間の円滑な移行を実現する力

等、新しい指導力の養成も必要となる。これらの課題や平成２７年１２

月の中央教育審議会答申等を踏まえ、学校現場の教育課題に適切に対応

できる実践的指導力を育成する教員養成の在り方について検討を進め

る。

→ 平成２７年１２月の中央教育審議会答申等を踏まえ、教職課程コアカ

リキュラムの作成、学校インターンシップの導入、教職課程を統括する

組織の設置や教職課程の評価の推進 「教科に関する科目」と「教職に、

関する科目」の統合等の検討を行う。

→ 上記の検討に資するため、実践的指導力を身に付けた教員を養成する

ための改革に向けた調査研究を平成２８年度に新たに実施する。

４－３ 教員採用の在り方の改善と多様な人材の登用

○ 多様な人材の登用については、平成２６年度においては、９２件の特別

免許状が授与されるとともに、２万６１件の特別非常勤講師制度の届出が

なされており、教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社

会人等の活用が進んでいる。

○ 平成２６年６月、都道府県教育委員会による特別免許状の積極的な授与

に資するとともに 特別免許状所有者による教育の質を担保するため 特、 、「

別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」を作成し、各都道府

県教育委員会に対し通知。

○ 平成２６、２７年度において「総合的な教師力向上のための調査研究事

業」を実施し、教育委員会が教員志望者を対象として行っている教師塾を

拡充し、学生の段階から実践的指導力を育成できるよう、教師塾の指導体

制の検証や、大学と連携したプログラム開発の支援を実施。また、多様な

人材の活用をより促進するため、教員免許状を持たない専門的な知識・技
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能のある優れた人材の学校現場への登用を促進するよう、特別免許状など

を活用した社会人登用の仕組みを構築の支援を実施。

→ 実践的指導力を身に付けた教員を育成するため、教育委員会と大学が

連携した養成・採用・研修の抜本的改革に向けた調査研究について、平

成２８年度は更に内容を精査して実施する。

→ 平成２７年１２月の中央教育審議会答申等を踏まえ、円滑な入職のた

めの取組としてのいわゆる「教師塾」等の普及、教員採用試験の共同作

成に関する検討、特別免許状の活用等の検討を行う。

→ 優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れやすくする

ために、授与の際に意見を聴く者について弾力化する省令改正を行う。

４－４ 教育委員会・学校と大学との連携・協働による研修の高度化

○ 平成２６、２７年度において「総合的な教師力向上のための調査研究事

業」を実施し、教育委員会と大学をはじめとする関係機関が連携した、養

成、採用、研修、管理職育成の各段階における先導的取組を支援。

○ 平成２７年度において、独立行政法人教員研修センターに「次世代型教

育推進センター」を設置し、今後求められる新たな学びの指導方法等につ

いて、教員の指導力向上のための研修プログラムモデルの構築に着手。

○ 独立行政法人教員研修センターと日本教職大学院協会及び宮城教育大学

と連携協力協定を締結し、大学・行政・同センターの強固なネットワーク

構築に着手。

○ 複数の学校種を通貫した教育、小学校高学年における専科指導の推進、

小中一貫教育の制度化に対応するため、教職大学院を活用しつつ、現職教

員の研修環境の充実を図るとともに、隣接校種等の新たな免許状取得を促

進する講習等開発事業を平成２７年度に実施。

○ 教員免許更新制度について検討を加え、必要に応じて所要の措置を講ず

るため、平成２５年９月に「教員免許更新制度の改善に係る検討会議」を

設置し、平成２６年３月、現代的な諸課題に対応できる免許状更新講習に

係る枠組み・内容の改善や、免許状更新講習と現職研修との役割分担の在

り方等に関し 「教員免許更新制度の改善について」を取りまとめた。、

○ この報告を踏まえ、省令改正を行い、免許状更新講習について、これま

での必修領域を精選するとともに、学校種・免許種や教職経験に応じて現

代的な教育課題を適時に多くの受講者が学べ、かつ、現職研修経験に応じ

て履修内容を調整できる領域として選択必修領域を導入するなど、その枠

組みや内容の見直しを実施。
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→ 実践的指導力を身に付けた教員を育成するため、教育委員会と大学が

連携した養成・採用・研修の抜本的改革に向けた調査研究について、平

成２８年度は更に内容を拡充し、民間教育事業者の知見の活用も含めて

実施する。

→ 教職大学院を活用した現職教員の研修環境の充実や隣接校種等の新た

な免許状取得を促進する講習等開発事業を平成２８年度継続する。

→ 免許状更新講習については、平成２８年度から選択必修領域の内容を

更に拡充するための省令改正を行う。

→ 平成２７年１２月の中央教育審議会答申等の内容を踏まえ、十年経験

者研修の実施時期の弾力化、ミドルリーダー研修へのシフト、初任者研

修の運用方針の見直し、メンター方式の研修の充実、教職大学院等にお

ける履修証明制度の活用等の資質能力の高度化などの検討を行う。

→ 独立行政法人教員研修センターは、教職大学院等との連携協力協定の

締結を更に促進し、研修の高度化に努める。

４－５ 適切な人事管理の実施の促進

○ 教職員評価については、平成２７年４月現在、一部実施を含めると全て

の都道府県・指定都市教育委員会が教職員評価制度の運用・充実に取り組

んでいる。一方、評価した結果の人事、給与等への反映については、教育

委員会において、一層取組を充実する必要がある（全ての６７教育委員会

のうち、研修：３０、配置転換：２２、昇任：２７、昇給・降給：１８、

表彰：２１ 。）

○ 優秀教職員表彰については、平成２６年４月時点で、全ての６７都道府

県・指定都市教育委員会のうち、５９教育委員会が実施しており、そのう

ち、５０教育委員会が、教員以外の職員も表彰対象としている。また、１

、 。 、６教育委員会が 被表彰者に対する給与上の優遇措置を設けている なお

国においても、平成１８年度より優秀教員表彰を実施しており、平成２５

年度からは事務職員等を対象に加え、優秀教職員表彰として実施。

○ 指導が不適切な教員の人事管理に関するシステムについては、全ての６

７都道府県・指定都市教育委員会が導入している。平成２６年度に新規認

定された指導が不適切な教員は６４人であり、漸減傾向にある（平成２５

年度：６４人、平成２４年度：６９人、平成２３年度：７３人 。）

○ 教職員のメンタルヘルスに関して、平成２６年度の教育職員の精神疾患

による病気休職者数は５，０４５人で、依然として高水準となっている。

一方、試し出勤等の復職支援に全ての６７教育委員会が取り組んでおり、

５３教育委員会が復職後のフォローアップに対応している。
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→ 教職員評価を活用した人事管理、優秀教職員表彰の整備、指導が不適

切な教員への適切な対応、教職員のメンタルヘルス対策等のため、文部

科学省として、様々な機会を捉え、教育委員会に対し必要な指導を行っ

ていく。

４－６ メリハリある給与体系の確立

○ 義務教育費国庫負担金の平成２６年度予算において、メリハリある教員

給与体系を推進するため、部活動指導手当等の増額（７億円）や給料の調

整額の縮減（７億円減）等を盛り込んだ。

→ 教員の士気を高め、教育活動の活性化を図るため、メリハリある教員

給与体系の確立に向けて、引き続き検討を行う。

基本施策５ 幼児教育の充実

５－１ 幼児教育の質の向上

○ 幼稚園の園長、地域の指導的立場にある幼稚園教員、保育所保育士、認

定こども園の教員・保育士、幼稚園教員養成系大学の教員、小学校の教員

等の参加を得て、幼稚園の教育課程の編成及び指導上の課題や幼稚園を取

り巻く諸課題に関して全国レベル及び都道府県レベルにおいて研究協議会

を引き続き実施し、幼児教育の理解を推進。

○ また、幼児教育にかかる教職員の養成・採用・研修の在り方や実効性の

ある学校評価の在り方等に関する調査研究を実施するとともに、有識者等

を構成員とする検討会議を設置し、今後取り組むべき幼児教育に関する調

査研究課題や必要な研究体制の在り方等について検討を行い、幼児教育に

関する国の調査研究拠点を平成２８年度に国立教育政策研究所に整備する

こととした。

○ 子ども・子育て支援新制度の施行（平成２７年４月）に当たり、質の向

上の観点から、職員配置の充実等を図った（例：３歳児の職員配置を２０

：１から１５：１に改善 。）

○ 認定こども園における教育の質の向上に関する研修や幼稚園・保育所の

教職員の合同研修等にかかる費用について、教育支援体制整備事業費交付

金により支援。

○ 子ども・子育て支援新制度において創設される、新たな幼保連携型認定

こども園に置かれる保育教諭については、幼稚園教諭免許状と保育士資格

を併有することが原則とされているところ、その片方しか有していない場

合の経過措置として、取得に必要な単位数を軽減する特例を設け、併有を

促進。また、特例により保育士資格を有する者が幼稚園教諭免許状を取得

する場合に、取得に要した経費について、教育支援体制整備事業費交付金

により支援。
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○ 地域の実態や保護者の要請に応じた幼稚園における子育て支援活動や預

かり保育を充実するため、私学助成による支援を行うとともに、子ども・

子育て支援新制度においても、幼稚園等が主に在園児を対象に行う「一時

預かり事業（幼稚園型」を創設する等、財政支援を充実（幼稚園における

子育て支援活動実施率（平成２５年度実績 ：約８７％、幼稚園における）

預かり保育実施率（平成２６年６月現在 ：約８３％ 。） ）

→ 引き続き、上記の取組を進めるとともに、更なる幼児教育の質の向上

を図る。

→ 平成２８年度には、より現場に近い各地方公共団体における、各施設

の研修や教育内容・指導方法に関する助言を行う体制の充実など、幼児

教育の質の向上に向けた推進体制を構築するための調査研究を行うこと

としている。

５－２ 質の高い幼児教育・保育の総合的提供等

○ 平成２５年４月に内閣府に設置された子ども・子育て会議における検討

を受け、平成２７年４月に幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育

て支援を総合的に推進するための子ども・子育て支援新制度を施行。私立

幼稚園が新制度や認定こども園に移行するか否かは、各園が自由に選択す

る仕組みとしており、各園が正確な情報に基づき適切に判断し円滑に移行

できるよう支援。なお、認定こども園施設整備交付金により、都道府県が

行う認定こども園の施設整備事業にかかる経費の一部を補助。

○ 平成２７年４月１日現在の認定こども園の認定件数は２，８３６件（平

成２６年度は１，３６０件 。）

○ 子ども・子育て支援新制度においては、幼保連携型認定こども園につい

て、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置

づける等、認定こども園制度の改善を図るとともに、認定こども園、幼稚

園、保育所を通じた共通の給付である施設型給付を創設（消費税財源を活

用して、質の向上を実施 。）

→ 子ども・子育て支援新制度については、施行後も引き続き、施行状況

を踏まえた改善に向けた検討を行っていく。

基本施策６ 特別なニーズに対応した教育の推進

６－１ 円滑な就学手続の実現及び障害のある子どもに対する合理的配慮の

基礎となる環境整備等

○ 平成２５年になされた学校教育法施行令の一部改正による、障害のある

児童生徒の就学手続等、新たな仕組みの趣旨等について、引き続き都道府

県教育委員会等に周知を図った。
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○ 「インクルーシブ教育システム構築事業」として、早期からの教育相談

・支援体制の構築事業（２２か所 、交流及び共同学習や地域の教育資源）

の組合せなどによる合理的配慮を追求するインクルーシブ教育システム構

築モデル事業（７９か所）の実施 「合理的配慮」実践事例データベース、

の実践事例の拡充、合理的配慮普及推進セミナーの開催、医療的ケアのた

めの看護師の配置促進等の取組を実施。

また 「特別支援教育就学奨励費負担等」として、障害のある児童生徒、

等の保護者等の経済的負担を軽減するため必要な援助を実施（約１１６億

円 。）

○ 公立小・中学校等において、いわゆる通級指導への対応など特別支援教

育の充実のための教職員定数の加配措置（６，２７６人）を講じるととも

に、障害のある幼児児童生徒の学習活動上のサポート等を行う「特別支援

教育支援員」の配置に係る地方財政措置について、その配置実績を踏まえ

拡充（約４万９，７００人 。）

「 」○ 自立・社会参加に向けた高等学校段階における特別支援教育充実事業

として、障害のある生徒のキャリア教育・職業教育を推進し、就労支援の

充実を図る取組を実施（４０地域 。）

○ 「学習上の支援機器等教材活用促進事業」として、障害のある児童生徒

のための適切な支援機器等教材の研究開発支援（１５件）や支援機器等教

材を活用した指導方法の実践研究（７地域）を実施し、独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材、支

援機器等活用の様々な取組の情報などを集約管理し、発信するための特別

支援教育教材ポータルサイトを構築。

○ さらに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所においては、インク

ルーシブ教育システム構築等の政策課題や各障害種別の個別課題に対応し

た研究活動を実施。

○ 公立学校施設のバリアフリー化に係る施設整備について国庫補助を実施

（平成２７年度当初予算での補助実績：１８件 。また、学校施設のバリ）

アフリー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した指針

や、好事例の普及啓発を図った。

○ 公立特別支援学校の教室不足については、平成２７年１０月１日時点の

調査で、全国で３，６２２教室（平成２６年１０月１日現在：３，９６３

教室）が不足している。それを解消するため、公立特別支援学校について

、 、 、は これまでの新増築の国庫補助に加え 廃校や余裕教室を活用した新設

分校・分教室の整備に係る国庫補助を平成２６年度から実施（平成２７年

度当初予算での補助実績：６４件 。）

○ 高等教育段階においては、国立大学については、平成２５年度より国立

大学法人運営費交付金において、既に障害のある学生への支援を専門的に

担当する部署を設置し専属の教職員を配置している大学に対する教員経費

を計上するとともに、私立大学については、障害学生の受入れや学習支援
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等に積極的に取り組んでいる私立大学等に対し、既に私立大学等経常費補

助金において講じている増額支援措置を継続。

○ 大学入学者選抜においても合理的配慮を行うこと等を記載した大学入学

者選抜実施要項を各大学に通知するとともに、入試担当者等が集まる会議

において要請。

○ 独立行政法人日本学生支援機構においては、平成２７年度に障害学生支

援についての専門的なテーマに焦点を当て、各大学等の支援の充実に資す

る情報や意見の交換を行う専門テーマ別セミナー（２回）や 「障害を理、

由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に備え、各大学等におけ

る障害学生支援体制の整備について理解促進・普及啓発を図る体制整備セ

ミナー（２回）を開催。また、障害学生のニーズに応じた円滑な支援を実

施できる教職員の養成のための障害学生支援実務者育成研修会（４回 、）

障害のある学生の修学支援に関する実態調査等を実施。

→ 引き続き、障害のある子供が、障害の状態に応じた十分な教育を受け

られるよう、教育環境の整備を進めていく。

→ 国立特別支援教育総合研究所については、我が国唯一のナショナルセ

ンターとして、国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究・研修機

能等の強化を行う。

６－２ 発達障害のある子どもへの支援の充実

○ 公立小・中学校の通常の学級においては、発達障害の可能性のある特別

な教育的支援を必要とする児童生徒が６．５％程度の割合で在籍すると推

定されており 「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業」、

として、発達障害の可能性のある児童生徒を早期に発見し、早期支援を行

うための研究（４６地域）や各学校の移行期における円滑かつ適切な引継

ぎ手法に関する研究（７地域）を行うとともに、発達障害に関する理解促

進のために拠点校を設けての実践研究（１９地域）や、大学において、教

職員育成における育成プログラムの開発（１２大学）を実施。

○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育情報センターに

、 、おいては Ｗｅｂサイト等を通じて発達障害に関する研究活動や指導方法

教材・教具や支援機器、各種イベント等についての情報発信を実施。

→ 引き続き、教職員の発達障害に関する知識・技能の習得に向けた取組

を推進する。

６－３ 特別支援学校の専門性の一層の強化

○ 「特別支援学校機能強化モデル事業」として、地域における中核拠点と

しての特別支援学校に必要な外部専門家（ＯＴ，ＰＴ，ＳＴ等）を配置す

るとともに、専門性向上のための研修等を実施（４４地域 。）
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○ 「特別支援教育に関する教職員の資質向上事業」として、特別支援学校

教諭免許状の取得に資するよう、発達障害を含む多様な障害や重度・重複

化に対応する指導や支援の在り方等についての専門的な研修を実施（１７

大学 。）

○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所においては、各都道府県等に

おける指導者養成に向けた研修事業、各都道府県等に対する教育相談支援

を実施。

→ 引き続き、特別支援学校教諭免許状の取得に係る研修の充実に努める

とともに、特別支援学校のセンター的機能の強化に向けて、外部の専門

家（ＳＴ，ＯＴ，ＰＴ等）の活用等を推進する。

６－４ 海外で学ぶ子どもや帰国児童生徒，外国人の子どもに対する教育の

充実

○ 海外に在留する日本人が帯同する義務教育段階の子供の数は増加傾向に

あり、これら子供が通う日本人学校等へ教員を派遣するとともに、義務教

育教科書の無償給与、派遣教員のいない補習授業校への巡回指導など、教

育環境整備を実施（平成２７年度派遣教員数：１，２１５人、平成２７年

度巡回指導：３３校 。）

○ 公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対する指導・支援体制の構

築を促進するため 「日本語能力測定方法」及び「研修マニュアル」の普、

及、また各自治体が行う取組を支援する事業を実施（平成２７年度実施は

５３地域 。）

○ 日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・

実施について、学校教育法施行規則の一部を改正（平成２６年４月１日施

行 。）

○ 景気後退等の影響により、不就学・自宅待機等となっている外国人の子

供の公立学校等への転入を促進する「定住外国人の子供の就学支援事業」

（虹の架け橋教室）を平成２１年度から平成２６年度まで実施した。本事

業を通じ、約４，３００人が公立学校等へ就学。

【参考】

・海外に在留する日本の子供（学齢段階）の数の推移

平成２１年度：６万７，３１８人→平成２７年度：７万８，３１２人

→ 海外で学ぶ子供たちに対しては、引き続き質の高い教員の派遣や教材

整備等、教育機会の確保及び教育環境を充実させる。

→ 全都道府県に対する 日本語能力測定方法 等の活用の普及及び 特、「 」 「

」 。別の教育課程 が円滑かつ着実に実施されるための啓発を引き続き行う

→ 平成２７年１２月に設置した「学校における外国人児童生徒等に対す

る教育支援に関する有識者会議」において、学校における外国人児童生
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徒等に対する教育支援の充実方策について報告を取りまとめる予定。

→ 平成２７年度より、不就学や不登校となっている外国人の子供を対象

に、公立学校や外国人学校等への就学に必要な支援を学校外において行

う自治体を支援する「定住外国人の子供の就学促進事業」を実施するこ

ととしている。

基本施策７ 各学校段階における継続的な検証改善サイクルの確立

７－１ 継続的な検証改善サイクルの確立に向けた取組の充実等

○ 平成２７年度全国学力・学習状況調査を国語、算数・数学に理科を加え

た３教科での悉皆調査で平成２７年４月に実施し、同年８月に調査の結果

を公表した（平成２７年度調査：小学校２万２１２校、中学校１万１５２

校が参加 。調査結果を活用した教育委員会や学校等における教育施策や）

教育指導の改善・充実に向けた一層の取組を促すため、①具体的に授業を

改善する際の参考となる「授業アイディア例」の作成・配布、②調査結果

を踏まえた指導改善のための説明会の開催、③教育委員会、学校における

優れた取組の普及、④教科に関する調査と質問紙調査のクロス集計等を行

い、学校の指導状況と学力の関係などを分析した報告書の作成・配布など

を実施。

○ 学校評価については、各学校や設置者の取組の参考に資するよう 「学、

校評価ガイドライン〔平成２２年改訂 」を策定し、実効性ある学校評価〕

の実施に向けて普及・啓発を実施。また、平成２７年度予算において、学

校評価の充実・改善に関する調査研究を意欲ある教育委員会等に委託し、

実践的な取組例を取りまとめ、普及するための経費を計上しているほか、

学校評価の中核を担う教育委員会職員や学校の職員、保護者や地域住民等

に対する研修（学校評価推進フォーラム）を平成２７年１０月に実施。

→ 平成２８年度全国学力・学習状況調査では、国語、算数・数学の２教

科での悉皆調査を４月に実施。また、国語、算数・数学の２教科での抽

出による経年変化分析調査を５～６月に実施。教育委員会や学校が教育

施策や教育指導の改善・充実を図るために、より全国学力・学習状況調

査の結果を活用しやすくなるよう、結果提供の方法を改善していく。

→ 小中一貫教育を実施する学校において学校評価ガイドラインの改訂を

実施。平成２７年度内に改訂を行い、公表する予定。
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基本的方向性２：未来への飛躍を実現する人材の養成

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

（ ）成果目標５ 社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の養成

基本施策１４ 優れた才能や個性を伸ばす多様で高度な学習機会等の提供

１４－１ 優れた才能や個性を伸ばす仕組みの推進

○ 現在、高等学校に２年以上在学した者であり、大学の定める分野にお

いて特に優れた資質を有すると認める者は、当該大学への飛び入学が可

能となっている。ただし、この場合、高校を卒業せずに大学へ入学する

ことから、高校卒業資格が得られない。

○ 現行の飛び入学制度は平成９年度に導入。これまで導入した大学は９

大学（うち１大学は２６年度より募集停止 、延べ１２３人（平成２７）

年 。）

○ 高等専門学校教育の高度化及び深化に向けて、高等専門学校の全ての

学生が修得すべき到達目標を設定したモデル・コアカリキュラムの導入

に向けた取組を推進。

○ 急速な社会経済のグローバル化を踏まえ、国際的に活躍できる実践的

技術者を育成するため、高等専門学校教育のグローバル化に向けた取組

を実施。

○ 産業構造の変化や技術の高度化への対応が求められる中、各高等専門

学校がそれぞれの地域性や特色、立地条件等に応じた多様な発展を目指

し、自主的・自律的な改革を進めている。平成２６年度は２校が地域や

産業界のニーズに対応した学科再編を実施。

→ 大学への飛び入学者を対象とする高等学校卒業程度認定制度の創設に

ついての中央教育審議会答申（平成２６年１２月）を踏まえ、必要な制

度改正等を行う。

→ 高等専門学校固有の機能の充実強化に向け、産業構造の変化、技術の

高度化、少子化の進行、社会・産業・地域ニーズ等を踏まえ、高等専門

学校の教育研究の個性化、活性化、高度化を推進する施策を講じる。

１４－２ 理数系人材の養成

○ スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）について、平成２７年度

は２０３校を指定し支援（平成２６年度：２０４校 。）

○ 将来の科学技術を支える理数系人材を輩出するため、①中高生の科学

部活動の取組等の支援や、②教育委員会が大学等と協働し、教員の研究
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指導力の向上を図る機会を提供する「中高生の科学研究実践活動推進プ

ログラム」を推進。平成２７年度は①科学部活動等支援１１５件、②教

員の研究指導力向上に向けた取組５件を選定。

○ 科学の甲子園ジュニアや科学の甲子園、国際科学技術コンテスト、サ

イエンス・インカレの開催・支援により、理数好きの生徒等の裾野を拡

大するとともに、切磋琢磨する場を提供。

○ 将来グローバルに活躍しうる次世代の傑出した科学技術人材を育成す

るために、大学等の場を活用して意欲と能力のある中高生等を育成する

「グローバルサイエンスキャンパス」を推進。平成２７年度は５件を選

定。

○ 女子中高生の理系進路選択を支援するため、女性研究者等と女子中高

生の交流の機会の提供や、実験教室、出前授業等の取組を行う大学等を

支援する 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」を推進。平成、

２７年度は９件を選定。

○ 「次世代の科学技術イノベーション人材の育成について（これまでの

検討の整理 」を平成２７年８月３日にとりまとめた。）

○ 今後の理工系人材の育成・確保のため「理工系人材育成戦略」を平成

２７年３月策定。同戦略の充実・具体化を図るため、平成２７年５月に

「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」を設置。同会議において、

産業界で求められている人材の育成や育成された人材の産業界における

活躍の促進方策等について、産学官それぞれに求められる役割や具体的

な対応を検討している。

○ 「国際原子力人材育成イニシアティブ（公募事業 」として、大学、）

高専機構、民間企業等が実施する学生等を対象とした高度原子力教育や

放射線取扱実習等の取組を通じて、原子力の基盤と安全を支えるために

必要な幅広い原子力人材の育成を目指している。平成２７年度予算にお

いて２７件の取組を支援。

○ 「宇宙航空科学技術推進委託費（公募事業 」として、小中学生から）

大学院生まで、それぞれのレベルに応じた教材開発、実験機会の提供等

を通じて、将来の宇宙航空に携わる人材の育成を目指している。平成２

７年度については５件の事業を選定。

→ 次代を担う科学技術人材の育成・確保のため、理数好きの生徒等を拡

大するとともに、優れた素質を持つ生徒等を発掘し、その才能を伸ばす

ための支援策の充実に向けた検討を行う。

→ 「理工系人材に関する産学官円卓会議」において、産学官それぞれに

求められる役割や具体的な対応について 「理工系人材育成に関する産、

学官行動計画」として取りまとめる予定。
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１４－３ スポーツ，文化芸術に秀でた人材の養成

（スポーツ）

○ ２０２０年東京オリンピック競技大会で活躍が期待される次世代アス

リートの発掘・育成など戦略的な選手強化を実施。

（文化芸術について）

○ 将来の我が国の文化芸術振興を担う人材を育成するため 「新進芸術、

家海外研修制度 （平成２７年度：８８名）において、我が国の新進芸」

術家等が海外で実践的に研修する機会を提供しているほか、新進芸術家

等が基礎や技術を磨くために必要な公演、展示やセミナー・ワークショ

「 」ップ等研修機会を提供する 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

（平成２７年度：７３事業）を実施。また、多彩な芸術文化活動を支え

る高度な専門性を有したアートマネジメント（文化芸術経営）人材の養

成を推進するため 「大学を活用した文化芸術推進事業 （平成２７年度、 」

：２３事業）において、芸術系大学等による公演・展示等の企画開催を

含めた実践的なカリキュラムの開発・実施を支援。

○ 劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的人材の養成等に支援

する「劇場・音楽堂等活性化事業」を実施（採択件数：平成２７年度１

７２件 。）

○ 子供たちの感性や創造性を養い、将来の地域の文化芸術の担い手を育

てるため実施する文化芸術の鑑賞・体験事業等、地方公共団体が実施す

る地域の文化資源等を活用した計画的な文化芸術活動を支援する「文化

芸術による地域活性化・国際発信推進事業」を実施（採択件数：平成２

７年度１２５件 。）

○ 子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能

力などを養うとともに、将来の芸術家や観客層の育成につなげるため、

小学校・中学校等において、一流の文化芸術団体による巡回公演や、芸

術家の派遣を行う「文化芸術による子供の育成事業」を実施している。

（文化芸術団体による巡回公演：平成２７年度１，８１９公演、学校へ

の芸術家派遣：平成２７年度２，５８９件（暫定 。））

→ 引き続き、２０２０年東京オリンピック競技大会において活躍が期待

される次世代アスリートの育成・強化を図るため、平成２８年度におい

、「 」 。ても 競技力向上事業 の中で平成２７年度と同様の取組を実施予定

※「競技力向上事業」

うち戦略的選手強化

（平成２８年度予算（案）８７億円の内数）

→ 引き続き、次代を担い、世界に通用する創造性豊かな芸術家等の育成

を図ることや、地方公共団体が企画する人材養成に資する文化芸術の創

造発信事業への支援、義務教育期間中の子供たちが文化芸術に触れる機
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会を拡充する。

基本施策１５ 大学院の機能強化等による卓越した教育研究拠点の形成，

大学等の研究力強化の促進

１５－１ 独創的で優秀な研究者等の養成

○ 我が国の学術研究の将来を担う優秀な若手研究者に対して、研究奨励

金を支給する特別研究員事業を実施。平成２７年度の支援対象は、ＤＣ

（ ） ， 、 （ ） ，博士課程後期の学生 ４ ５１５人 ＰＤ 博士の学位取得者等 １

１２６人。

○ 複数の大学等でコンソーシアムを形成し、企業等とも連携して、若手

研究者等の流動性を高めつつ、安定的な雇用を確保しながらキャリアア

ップを図る仕組みを構築する大学等を支援。平成２７年度までに１０件

の取組に支援を実施。

○ テニュアトラック制（公正に選抜された若手研究者が、安定的な職を

、 ）得る前に 任期付きの雇用形態で自立した研究者として経験を積む仕組

を実施する大学等を支援。平成２７年度までに５８機関に支援を実施。

○ 博士人材の多様なキャリアパスを切り拓くため、ポストドクターを対

象に、企業等における長期インターンシップ（３か月以上）の機会の提

供等を行う大学等を支援。平成２７年度までに３６大学に支援を実施。

○ 女性研究者の一層の活躍を促進するため、女性研究者の研究と出産・

育児・介護等との両立や研究力の向上を図るための取組を行う大学等を

支援。平成２７年度までに１２０件の取組に支援を実施。

○「博士課程教育リーディングプログラム」を通じ、大学院において、優

秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍

するリーダーへと導くため、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠

を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学

位プログラムの構築・展開を３０大学６２プログラムに対し支援。

→ 「博士課程教育リーディングプログラム」の中間評価を行い、プログ

ラムの構築状況、プログラムの定着や修了者のキャリアパスの確立に向

けた見通しについて確認する。

→ 第５期科学技術基本計画や、博士課程（後期）の学生に対する経済的

支援の実施状況も踏まえつつ、優れた学生が将来への見通しを持って大

学院で学べるよう、経済的支援の更なる充実を図る。

→ 科学技術・学術審議会（人材委員会）において、若手研究者の育成・

研究環境整備や、研究者全体の流動性を促す仕組の構築、指導的立場に

おける女性研究者の活躍促進等に向けて行われた提言も踏まえ、卓越研

究員制度の創設の検討を行った。今後、第５期科学技術基本計画に基づ

き、卓越研究員制度をはじめとした科学技術イノベーション人材育成施

策が講じられることとなる。
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１５－２ 大学等の研究力強化の促進

（世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ ））

○ 大学等への集中的な支援により、システム改革の導入等の自主的な取

組を促し、優れた研究環境と高い研究水準を誇る国際研究拠点の形成を

目指す「世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ 」を平成１９）

年度より推進している（平成２６年度は９拠点を支援 。）

（頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業）

○ 「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業」の実施

を通じて、海外のトップクラスの研究機関と研究者の派遣・受入れを行

う大学等研究機関を重点的に支援（平成２７年度に支援を行った大学等

研究機関数は６４件（継続課題５２件、平成２７年度新規採択課題１２

件 。））

（グローバルＣＯＥプログラム）

○ 世界最高水準の研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を

図 るため、国際的に優れた教育研究拠点の形成を支援する「グローバル

ＣＯ Ｅプログラム」として平成１９年度から２１年度にかけて４１大学

１４０ 拠点を採択した（平成２５年度で終了 。）

（共同利用・共同研究拠点）

○ 国公私立大学の共同利用・共同研究拠点について、文部科学大臣によ

り４拠点を新規に認定（平成２７年４月現在：国公私立４９大学９９拠

点 。各拠点の取組については、国立大学法人運営費交付金 「特色ある） 、

共同研究拠点の整備の推進事業」により支援を実施。

○ 研究環境基盤部会において取りまとめた「共同利用・共同研究体制の

強化に向けて（審議のまとめ 」等を踏まえ、拠点の期末評価要項や新）

規認定要項を策定。

（大規模学術フロンティア促進事業）

○ 国際的競争と協調による国内外の多数の研究者が参画する学術の大規

、 「 」 、模プロジェクトを 学術版 ロードマップ で示された優先度に基づき

「 」 、戦略的・計画的に推進する 大規模学術フロンティア促進事業 により

新規プロジェクト「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構

築計画」を含む９プロジェクトを支援。

○ 国際的な頭脳循環のハブとなる研究拠点における学術の大規模プロジ

ェクトについて、引き続き戦略的、計画的に推進するため、学術版「ロ

ードマップ２０１４」を作成。

○ 年次計画に基づき、評価の実施時期に該当するプロジェクトの主要な

研究テーマの進捗状況及び成果の評価等を実施。

（国立大学等における先端研究設備の整備）

○ 「地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策」を踏まえ、地域社会経済

の活性化のために、大学等の最先端研究設備の整備に必要な経費を平成
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２６年度補正予算に計上。

（研究大学強化促進事業）

○ 世界水準の優れた研究活動を行う大学群を増強し、我が国全体の研究

、 「 」力強化の促進に資するため 平成２５年度から 研究大学強化促進事業

を実施し、２２の支援対象機関の研究力強化の取組を支援（支援期間１

０年間、支援規模２～４億円／年 。）

（科学研究費助成事業）

○ 平成２６年度は、科研費制度の充実・効率化を図るため、前年度とほ

ぼ同額の助成額を確保するとともに 特別研究員 ＰＤ に交付する 特、 （ ） 「

別研究員奨励費」への間接経費の措置や「調整金」の改善等を実施。

（競争的資金制度）

○ 研究費の効果的・効率的な運用のため、文部科学省において、複数の

競争的資金制度における研究費の合算による共用設備の購入を可能とす

るとともに競争的資金の費目間流用に関して、配分機関の承認なしで流

用可能な範囲を直接経費総額の５０％以下に統一。

○ 各府省の競争的資金制度においても、旅費・消耗品について、複数の

制度における研究費の合算による使用を可能とした。

（世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ ））

→ 平成２７年度において引き続き９拠点の支援を行う。

（頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業）

→ 平成２８年度においては４８件程度の大学等研究機関に支援を行うこ

とで、引き続き海外の研究機関との国際研究ネットワークの戦略的な構

築を図り、国際的な頭脳循環の促進に取り組む。

（グローバルＣＯＥプログラム）

→ 「グローバルＣＯＥプログラム」の事後評価を行い、各拠点における

教育研究活動の持続的展開及びその水準の向上と更なる発展に資すると

ともに、その成果を踏まえ国際的に優れた博士課程の教育研究機能を発

揮する環境を形成するための取組を推進する。

（共同利用・共同研究拠点）

→ 国立大学の共同利用・共同研究拠点について、既存拠点の期末評価を

実施するとともに、平成２８年度からの新規認定を行う。公私立大学の

共同利用・共同研究拠点について、平成２７年度は１２拠点について支

援を行う。

（大規模学術フロンティア促進事業）

→ 平成２７年度は 新しいステージに向けた学術情報ネットワーク Ｓ、「 （

ＩＮＥＴ）整備」を「大規模学術フロンティア促進事業」に新たに位置

づけるなど、１０プロジェクトについて支援を行う。

（研究大学強化促進事業）

→ 平成２７年度は、平成２５年度に採択された２２機関について引き続
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き支援を行う。

（科学研究費助成事業）

→ 平成２７年度は研究者の自由な発想に基づく多様で質の高い学術研究

を推進するとともに、分野融合的な研究の推進や、若手研究者を中心と

した国際的なネットワークの形成など、卓越した知の創出力を強化する

ため、科研費の抜本改革に着手する。

（競争的資金制度）

→ 複数の競争的資金制度における研究費の合算による共用設備の購入に

ついて、合算使用の条件等を関係府省間で今後検討予定。

１５－３ イノベーション創出に向けた産学官連携の推進

○ イノベーション創出に向け、大学等の研究成果を基にした産学の共同

研究開発や、知的財産の活用などを推進。

○ 「革新的イノベーション創出プログラム（ＣＯＩ ＳＴＲＥＡＭ 」）

では、１８のＣＯＩ拠点において、将来社会のビジョンからバックキャ

ストで研究開発課題を設定した上で、既存の概念を打破し、革新的な研

究成果に基づく実用化を目指した産学連携によるアンダーワンルーフで

の研究開発を集中的に実施。

○ 「産学官連携リスクマネジメント推進事業」を通じて、全国の大学等

における産学官連携リスクマネジメント体制の整備・システム構築の支

援を実施。

→ 大学自身による知的財産戦略を策定しそれに応じた自律的な知的財産

マネジメントを行うことを促す。

→ 平成２７年度は、トライアルからＣＯＩ拠点に昇格した拠点も含め、

プログラム全体のビジョン実現に向けた若手人材育成支援等の取組を加

速させる（平成２８年度予算（案 ：８９億円（平成２７年度予算額：）

８２億円 。））

→ 引き続き 「産学官連携リスクマネジメント推進事業」を実施する。、

基本施策１６ 外国語教育，双方向の留学生交流・国際交流，大学等の国

際化など，グローバル人材育成に向けた取組の強化

１６－１ 英語をはじめとする外国語教育の強化

（初等中等教育段階）

○ 「外国語活動・外国語教育の教材整備等」事業において、平成２３年

度から全面実施された小学校「外国語活動」の円滑な実施のため、平成

２４年度から外国語活動用教材“Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ”を作成・配布

するとともに、教員の指導力向上のための英語教育活動事例集を配布。

○ 英語教育強化推進事業として、各都道府県に合計１４１校の拠点校を

設け、新学習指導要領の着実な実施を促進するとともに、優れた取組へ
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の支援を実施。また、拠点校の生徒を中心に、生徒の英語によるコミュ

ニケーション能力・論理的思考力の把握・分析を行った（平成２６年度

「 」 、 、英語教育実施状況調査 では 生徒の英語力の目標を達成した割合は

中学三年生３４．７％、高校三年生で３１．９％。求められる英語力の

目標を達成した英語教員の割合は、中学校教員で２８．８％、高校教員

で５５．４％。

○ 「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」

を受け、平成２４年７月にポータルサイト「えいごネット （文部科学」

省の協力の下 （財）英語教育協議会（ＥＬＥＣ）が運営）を開設し、、

英語教育に関する情報を提供。

○ 初等中等教育段階からのグローバル化に対応した教育環境づくりを進

めるため、小学校における英語教育の拡充強化、中・高等学校における

英語教育の高度化など、小中高等学校を通じた英語教育改革を計画的に

進めるための「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」を公表

（平成２５年１２月 。）

「 」 、○ グローバル化に対応した英語教育改革実施計画 を具体化するため

平成２６年２月に有識者会議を設置し英語教育の在り方に関する検討を

行い、

①国が示す教育目標・内容の改善

②学校における指導と評価の改善

③高等学校・大学の英語力の評価及び入学者選抜の改善

④教科書・教材の充実

⑤学校における指導体制の充実

の五つの改革に関する提言「今後の英語教育の改善・充実方策について

（報 告 」を平成２６年９月に取りまとめ。）

○ また、上記報告を受け 「聞く 「話す 「読む 「書く」の技能の評価、 」 」 」

及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用の在り方について

検討・協議を行う、学校関係者、専門家、英語の資格・検定団体、経済

団体等からなる「英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の

活用促進に関する連絡協議会」を平成２６年１２月に設置し、同年３月

には、資格・検定試験の活用促進に係る行動指針が同協議会で決定され

た。

○ 我が国における国際バカロレア（ＩＢ）の普及・拡大のため、国際バ

カロレア機構との協力の下、平成２６年度に引き続き、国際バカロレア

・ディプロマプログラム（ＤＰ）の科目の一部を英語とともに日本語で

も指導可能とする「日本語ＤＰ」の開発・導入を進めた。

○ また、平成２５年度から国際バカロレアに対応するために必要な教員

の確保に向けた取組（教員養成ワークショップの国内開催、外国人に対

する特別免許状の円滑な授与等 、ＩＢの導入を促進するための教育課）

程の特例措置の新設、国内の大学入試におけるＩＢの活用促進、ＩＢ認
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定のための手引きの作成、ＩＢに係る積極的な広報等を実施（現在、国

内の国際バカロレア認定校等（ＤＰ校）は３７校（認定校２６校、候補

校等１１校 。））

（高等教育段階）

○ 平成２７年５月に入学者選抜においてＴＯＥＦＬ等の活用を推奨する

ことなどを記載した平成２８年度大学入学者選抜実施要項を各大学に通

知するとともに、入試担当者等が集まる会議において入学者選抜におけ

るＴＯＥＦＬ等の活用について説明を実施。平成２６年度大学入学者選

抜において、２７３大学が活用。

○ 平成２４年度より実施している「経済社会の発展を牽引するグローバ

ル人材育成支援」において、採択４２大学に対して、学生のグローバル

力を強化するための組織的な取組の一つとして、ＴＯＥＦＬ等の外部検

定試験の活用を含め、高等学校段階における外国語力・留学経験等の適

切な評価を行う入試の導入を促進。

○ ＴＯＥＦＬ等の入学者選抜等での活用など、国際化に取り組む大学を

スーパーグローバル大学として重点支援（平成２７年度予算額：７７億

円 。）

（初等中等教育段階）

→ 生徒に求められる英語力や学習の状況を全国的に把握・分析し、その

結果を指導の改善に活用するためには、全国の学校を対象とした無作為

抽出による調査の実施が必要。この課題に対応するため、外部検定試験

実施団体と連携し、生徒の英語力を把握分析・検証するための調査を昨

年度に引き続き実施し、昨年の結果との経年比較を行うとともに、昨年

度対象であった高校３年生に加え、今年度は新たな中学３年生も対象と

した調査を実施する（平成２８年度予算（案 ：約０．６億円 。） ）

→ 平成２６年９月に英語教育の在り方に関する有識者会議が取りまとめ

た報告を踏まえ、英語教育指導者の英語指導力を強化する必要があるた

め、外部専門機関と連携し、教員等の英語力・指導力を向上するための

研修を実施する事業や、全国の教育委員会や大学で行われている英語教

員の英語力・指導力の強化策を調査し、効果的なモデルプログラム開発

を行う。また、小学校英語教育の教科化や中・高等学校の英語教育の目

標や内容の高度化など、現行の教育課程の基準によらない先進的な取組

の支援等を行う（平成２８年度予算（案 ：約１１．５億円 。） ）

→ 各都道府県ごとに目標を達成するための「英語教育改革プラン （英」

語担当教員及び生徒の英語力等）の策定・実行によるＰＤＣＡサイクル

を構築し、

①平成２７年秋：各都道府県の「英語教育改善プラン」の策定を要請

②平成２８年春：各都道府県の「英語教育改善プラン」の公表

③平成２８年度中：各都道府県のプランとその効果の分析・検証及び国
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の目標達成状況の分析・検証

④平成２９年度中：レビューし、第３期教育振興基本計画の新たな目標

設定

の４点を実施する。

（高等教育段階）

→ 「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」について、平

成２８年度に実施する平成２７年度のフォローアップにおいて、語学力

を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組状況を把握す

るとともに、引き続き促進する。

１６－２ 高校生・大学生等の留学生交流・国際交流の推進

○ 高校生の留学促進事業により 各都道府県に対して留学支援を実施 平、 （

、 ， 、 ）。成２６年度：長期派遣２７３人 短期派遣１ １０９人 ４２都道府県

○ グローバル人材育成の基盤形成事業により、各都道府県が行う留学フ

ェア等の開催に係る経費の補助を実施（平成２６年度：留学フェア等開

催回数３８回（２４都道県 。））

○ 優秀な外国人留学生の戦略的な受入れを促進するため、平成２５年１

２月に「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を取

りまとめ、外国人留学生受入れの重点地域等及び対応方針を設定。

○ 国内外の学生の交流促進や住環境の機能充実を図るため、平成２６年

７月に「留学生３０万人計画実現に向けた留学生の住環境支援の在り方

に関する検討会報告書」を取りまとめ。

○ 日本全体で若者の海外留学への機運を高めるため、官民協働海外留学

推進戦略本部を立ち上げ、留学促進キャンペーン「トビタテ！留学ＪＡ

ＰＡＮ」を開始。イベントの開催等留学の魅力や方法を伝えるための取

組を政府だけではなく、官民協働で実施。

○ 官と民が協力した海外留学支援制度「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ 日

本代表プログラム」を平成２６年度に創設。第１期から第４期までに計

１，４２０人を採用し、順次派遣を開始している。平成２７年度より高

校生コースを開始し、第１期生として３０３人を採用し、順次派遣を開

始。また、地域に定着するグローバル人材を育成するため「地域人材コ

ース」を平成２７年度より開始し、１１地域事業を採択。

→ 外国人留学生の受入れを促進するため、戦略的な受入れを行うととも

に 「留学生３０万人計画」の実現に向け、奨学金の充実、住環境等の、

生活支援、日本国内での就職支援等の受入れ環境の充実、留学コーディ

ネーターの配置や現地で入学許可を出す仕組みづくり等による「攻め」

の留学生施策を実施する。

→ 意欲と能力のある若者全員に留学機会を付与し、日本人留学生の倍増
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（６万人から１２万人へ）を目指すため、引き続き留学促進キャンペー

ン「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」を推進し、若者の海外留学への機運醸

成や、奨学金等の拡充による留学経費の負担軽減を図る。

１６－３ 高校・大学等の国際化のための取組への支援

（高校）

○ 高校段階からグローバル・リーダーを育成することをを目的とするス

ーパーグローバルハイスクールを整備・支援するため、平成２６年度に

５６校、平成２７年度に５６校を指定。

（大学等）

○ 平成２４年度より実施している「経済社会を牽引するグローバル人材

育成支援」採択４２大学において、英語での授業の実施率、外国人教員

数、海外で学位を取得した教員数に係る達成目標を設定。５年間で事業

全体として５万８，１９２人の学生を派遣予定。

○ 平成２３年度より実施している「大学の世界展開力強化事業」採択６

０プログラムにおいて、日本からの派遣学生数と海外からの受入れ学生

数に係る達成目標を設定。９年間で事業全体として２万６１６人（派遣

１１，４９８人、受入９，１１８人）の学生を交流予定。

「 」○ 平成２６年度に新規採択を行った スーパーグローバル大学創成支援

３７件において、世界と競うトップレベルの大学を目指す力のある大学

や国際化を牽引するグローバル大学を重点支援し、大学教育の国際通用

性の向上、研究力向上にも繋がる国際的な環境基盤の整備を実施 （平。

成２７年度予算額：７７億円 。）

○ 中央教育審議会の議論を踏まえ、平成２６年１１月に外国大学とのジ

ョイント・ディグリーを実施するための大学設置基準等を改正。

○ 平成２５年１０月に、文部科学省に設置した「学事暦の多様化とギャ

ップタームに関する検討会議」が意見を取りまとめ、希望する学生がギ

ャップイヤー・プログラムを経験できる環境を整備するという方向性が

示された。これを受けた支援策として、長期学外学修プログラム実施等

の大学教育改革に取り組む大学に対する支援（大学教育再生加速プログ

ラム（平成２７年度予算：１２億円）の内数 ）を計上。）

〇 平成２６年１２月に中央教育審議会において「子供の発達や学習者の

意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について 答（

申 」が取りまとめられ、我が国として留学生等を積極的に受け入れ、）

国際化を推進していく観点から、大学・大学院入学資格要件（１２年又

は１６年の教育課程の修了）の拡大に係る制度改正の方針（大学入学資

格：文部科学大臣が対象国を指定、大学院入学資格：認証評価を受けた

３年以上の学士課程の学位を有している場合）が提言された。

（職業教育の質保証等）

○ 職業教育の質の保証や、国際通用性の確保のための学修成果を海外で
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証明できる仕組みの構築については 「今後の学校におけるキャリア教、

育・職業教育の在り方について （平成２３年１月中央教育審議会答申）」

において、個々人が生涯にわたり学習して職業能力を向上させ、その成

果が適正に評価され、社会指標となるような枠組みの構築が期待される

とされ、英国、オーストラリア、韓国等は、生涯学習推進等のため、必

要な職業能力をレベル分けして可視化し、これと学校段階との対応関係

を明らかにする「資格枠組み （ＮＱＦ）を構築。我が国においても、」

実情に合った学習・評価システム構築に向け、海外事例についての調査

研究等を進めた。

（高校）

→ 平成２８年度には、平成２６年度、平成２７年度に指定した１１２校

に加えて、７校程度の新規指定を行い、引き続きグローバル・リーダー

育成に取り組む高校等を支援するとともに、平成２６年度に指定した５

６校の中間評価を実施する（平成２８年度予算（案 ：１１億円 。） ）

（大学等）

→ ①「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援 、②「大学の世界」

展開力強化事業 、③「スーパーグローバル大学創成支援」それぞれの」

事業において、平成２８年度に実施する平成２７年度のフォローアップ

において、目標の達成状況を把握するとともに、目標の達成を促す。

（職業教育の質保証等）

→ 職業教育の質の保証や、国際通用性の確保のための学修成果を海外で

、 。証明できる仕組みの構築については その方策について更に検討が必要

１６－４ 国際的な高等教育の質保証の体制や基盤の強化（基本施策９－

５の再掲）
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基本的方向性３：学びのセーフティネットの構築

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標６（意欲ある全ての者への学習機会の確保）

基本施策１７ 教育費負担の軽減に向けた経済的支援

１７－１ 幼児教育に係る教育費負担軽減

○ 幼児教育に係る保護者負担の軽減については、幼稚園就園奨励費補助に

よる支援を行っており、平成２７年度については、前年度に引き続き低所

、 、得世帯の保護者負担の軽減を図るとともに 市町村に対する補助を拡充し

全ての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図った。

、 、○ なお 子ども・子育て支援新制度の下創設された施設型給付についても

保護者の所得状況に応じた負担軽減を図っている幼稚園就園奨励費補助事

業と同様の措置を講じている。

→ 幼児教育無償化については、平成２７年７月の「幼児教育無償化に関

する関係閣僚・与党実務者連絡会議」における今後の取組の基本方向を

踏まえ、平成２８年度予算案においては、低所得世帯について、①第１

子の年齢に関わらず、保育料を第２子半額・第３子以降無償とし、②ひ

とり親世帯等への保育料軽減を拡充することとしており、今後も、関係

府省と連携しつつ幼児教育無償化の段階的な推進に取り組む。

１７－２ 義務教育に係る教育費負担軽減

○ 義務教育の無償制、教科書の無償配布に加えて、就学援助を通じ、経済

的困難を抱える家庭に対する支援を継続的に実施（国は要保護児童生徒へ

の支援の１／２を補助 。）

【参考】

・義務教育段階の就学援助

（要保護児童生徒への支援）

※平成２６年度国庫補助予算額 約８億４，０００万円（対前年度比約２，０００万円増）

※平成２４年度の要保護児童生徒数は１５万２，９４７人、対前年度８８７人増加。

同援助率は１．５４％、対前年度０．０３ポイント増加。

（準要保護児童生徒への支援）

※平成２４年度の準要保護児童生徒数は，１３９万９，０７６人、

， 。 ． ， ． 。対前年度１万６ ６９５人減少 同援助率は１４ １０％ 対前年度０ ０３ポイント増加
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→ 各市町村が実情に応じて実施している就学援助制度については 「子、

供の貧困対策に関する大綱」が策定されたことを踏まえ、就学援助の実

施状況等を定期的に調査し、公表するなど、就学援助の適切な運用等の

取組を促し、各市町村における就学援助の活用・充実を図る。

１７－３ 高等学校段階に係る教育費負担軽減

○ 平成２５年に、低所得者支援の充実と公私間格差の是正の課題に対応す

るため 「高校授業料無償化制度」に所得制限を設ける法改正を実施。平、

成２６年４月より新制度を実施（平成２８年度予算（案 ：３，７１０億）

円 。）

○ 高校生等奨学給付金においては、平成２７年度に生活保護受給世帯にお

ける補助対象の拡大及び非課税世帯における給付額の増額を図った。平成

２８年度に向けては、非課税世帯第１子の給付額の増額を要求（平成２８

年度予算（案 ：１３１億円 。） ）

→ 新制度が着実に実施されるよう努めるとともに、引き続き高等学校段

階の教育費負担の軽減を図る。

１７－４ 大学・専門学校等に係る教育費負担軽減

○ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することなく

安心して学べるよう、平成２６年８月に取りまとめた「学生への経済的支

援の在り方について （報告書）を踏まえ、貸与人員の増員等、大学等奨」

学金事業の充実を図った。平成２７年度予算においても、①無利子奨学金

の貸与人員の増員、②貸与基準を満たす年収３００万円以下の世帯の学生

等全員への貸与の実現、③より柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の導

入に向けた詳細な制度設計や、システム開発等の対応の加速など、大学等

奨学金事業の充実を図った。

【参考】独立行政法人日本学生支援機構大学等奨学金事業

＜平成２７年度予算額＞

・貸与人員 無利子奨学金：４６万人

（対前年度比１．９万人増（うち新規増８，６００人 ））

※このほか被災学生等分７，０００人

［有利子奨学金：８７．７万人］

・事業費 無利子奨学金：３，１２５億円

（対前年度比１２５億円増）

※このほか被災学生等分４８億円

［有利子奨学金：７，９６６億円］

○ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することなく安

心して学べるよう、授業料減免等の充実を図っている。国立大学について
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は授業料免除枠を拡大するとともに、学内ワークスタディへの支援を行う

こととしている。公立大学では、全ての大学が授業料減免制度を設けてお

り、平成２６年度実績で約１．２万人に対して３４．１億円の減免措置が

なされている。私立大学については授業料減免等事業に加え、平成２５年

度より学内ワークスタディ事業、産業界との連携協力関係に基づく減免等

奨学制度への支援を行う産学合同スカラーシップ事業を実施。国立高等専

門学校において、学生の経済状況に関わらず修学の機会が得られるよう、

授業料等の減免枠を拡大。

【参考】平成２７年度予算

＜国立大学＞

免除対象人数：約０．３万人増

平成２６年度：約５．４万人→平成２７年度：約５．７万人

学部・修士：約４．８万人→約５．１万人（約０．３万人増）

博士：約０．６万人→約０．６万人、被災学生分：約６００人

＜私立大学＞

授業料減免等対象人数：約０．３万人増

平成２６年度：約３．９万人→平成２７年度：約４．２万人

※公立大学については、地方交付税の算定にあたり、授業料収入の１１．５％分を授業料減免等

に係る欠損分として、考慮している。

○ 意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することが

ないよう、専門学校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進め

るため、実証的な研究として経済的支援及びその効果検証等を平成２７年

度から実施。

・専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業（平成２８年度予算（案）

３億円／支援対象人数：約０．２万人）

→ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することなく

安心して学べるよう、引き続き、学生等の経済的支援の在り方について

検討し、大学等奨学金事業及び授業料減免等の充実を図る。

【参考 （独）日本学生支援機構 大学等奨学金事業 平成２８年度予算（案）】

・貸与人員 無利子奨学金：４７万４千人

（対前年度比１．４万人増（うち新規増６，０００人 ））

※このほか被災学生等分５，０００人

[有利子奨学金：８４．４万人]

・事業費 無利子奨学金：３，２２２億円

（対前年度比９８億円増）※このほか被災学生等分３６億円

[有利子奨学金：７，６８６億円]

【参考】国立・私立大学の授業料減免等の充実にかかる平成２８年度予算（案）

＜国立大学＞

予算（案 ：３２０億円（前年度比１３億円増））
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免除対象人数：約５．９万人（前年度比約０．２万人増）

＜私立大学＞

予算（案 ：８６億円（前年度比１億円増））

免除対象人数：約４．５万人（前年度比約０．３万人増）

１７－５ 東日本大震災により被災した子ども・若者への就学支援

○ 東日本大震災で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童生徒の就学機会

を確保するため、平成２３年度から平成２６年度まで、平成２３年度補正

予算（第１次及び第３次）及び平成２６年度予算において措置した「被災

児童生徒就学支援等臨時特例交付金 （約４４４億円、全額国庫負担）に」

よる基金事業として、各都道府県等において、幼稚園児への就園支援、小

中学生に対する学用品費等の援助、高校生に対する奨学金支給、特別支援

学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学

校の授業料減免等を実施しており、平成２６年度においては約４万７千人

の幼児児童生徒への支援を実施。

○ 一方で、同基金が平成２６年度末で終期を迎えることや行政事業レビュ

ーの結果を踏まえ、従来の基金方式を見直し、平成２７年度から全額国庫

補助の単年度の交付金事業として「被災児童生徒就学支援等事業 （約８」

０億円）を創設。

○ また、被災地において通学困難となった児童生徒の通学支援として、被

災地からの要望等を踏まえ、スクールバス等の購入費への補助を実施。

【参考】平成２７年度予算額 ２，０００万円

○ 被災した世帯の学生等が経済的理由により修学を断念することがないよ

う、貸与基準を満たす希望者全員に奨学金を貸与するとともに授業料減免

等の充実を図った。

→ 東日本大震災により被災した幼児児童生徒への就学支援について、被

災地からの要望等も踏まえて引き続き支援を行う（平成２８年度予算

（案 ：約８０億円 。） ）

→ 被災した世帯の学生等が経済的理由により修学を断念することがない

よう、引き続き、貸与基準を満たす希望者全員に奨学金を貸与するとと

もに被災３県に所在する私立大学が実施する授業料減免への支援を引き

続き行う。

基本施策１８ 学習や社会生活に困難を有する者への学習機会の提供など教

育支援

１８－１ 経済的，地理的条件が不利な子どもたちに対する支援

、 、○ 平成２７年度においては 少子化等に伴って教職員定数が減少する一方

授業革新による教育の質の向上、チーム学校の推進、個別の教育課題への

対応などに必要な５００人の加配定数の改善を実施。
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○ 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島

等に所在する公立学校（へき地学校等）の教育の振興を図るため、へき地

教育振興法等に基づいて、スクールバス・ボートの購入や遠距離通学費へ

の補助等の就学支援を実施。

【参考】

・へき地児童生徒援助費等補助金

平成２７年度予算額 約１６億２，０００万円（対前年度比約１億１，０００万円増）

○ 政府として取り組む具体的な施策を定める「子供の貧困対策に関する大

綱」が平成２６年８月に閣議決定（１８－２後掲 。）

→ 教育格差の解消に向け，家庭環境等の要因により学力定着等が困難な

児童生徒への支援や、離島を含めたへき地の子供たち等に対する就学支

援を引き続き行う。

→ 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、子供の貧困対策に関する

各施策を実施する（１８－２後掲 。）

１８－２ 「貧困の連鎖」防止等に向けた多様な主体と連携した学習支援等

○ 平成２６年度の全国の国・公・私立高等学校での中途退学者数は約５万

人、在籍者に占める中途退学者の割合（中退率）は約１．５％となってお

り、依然として相当数に上っている。

○ 高校中退者に対する学校とハローワーク・地域若者サポートステーショ

ンとの連携体制の構築については、平成２７年５月に、高校中退者情報を

共有すること等について通知を発出する等により支援を実施 【厚労省】。

○ 平成２７年度より、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が

困難であったり、学習習慣が十分に身についていない中学生等に対して、

地域住民の協力やＩＣＴの活用等による原則無料の学習支援である「地域

未来塾」を全国約２，０００中学校区で実施。また、家庭教育支援につい

ては、課題を抱える家庭も対象として、家庭教育支援チーム等による相談

対応や情報提供等を全国の３，３４４か所で実施。さらに、地域の公民館

等においては、現代的・社会的課題の解決に当たる公民館等の社会教育施

設の取組を支援する「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラ

ム」を実施し、その中の「若者の自立・社会参画支援プログラム」におい

て、公民館が地域若者サポートステーションと連携するなど、就業に課題

を抱える若者等の支援を通じた実証研究を行い、その成果の全国への波及

（ 「 」 ）。を図った Ｈ２６ 若者の自立・社会参画プログラム 採択数：１１件

○ 平成２６年６月に取りまとめられた中央教育審議会高等学校教育部会審

議まとめを踏まえ、定時制・通信制課程等における困難を抱える生徒等の

ための支援・相談の充実を図るため、学習指導や進路指導等を行う人材配

置への支援を実施。

いわゆる夜間中学については、平成２６年５月１日現在、全国８都府県
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３１校に設置され、１，８４９人の生徒が在籍している。未設置の道県も

、 。多くあるほか 必ずしもその存在が広く知られていないという状況がある

このため、平成２７年度より、既設置の夜間中学における指導の改善充実

事業に加え、夜間中学に関する広報の強化と、未設置道県における新規設

置の検討を支援する事業を実施。

○ 高等学校等を中途退学した者が、再び高等学校等で学び直す場合に、高

、 （ ）、等学校等就学支援金の支給期間を過ぎた後も 卒業までの間 最長２年

就学支援金相当分の支援を実施。

○ 政府として取り組む具体的な施策を定める「子供の貧困対策に関する大

綱」が平成２６年８月に閣議決定（１８－１再掲 。また、経済的に厳し）

い状況にある方が多いひとり親家庭・多子世帯等の自立支援等のため、平

成２７年１２月に「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」を

「子どもの貧困対策会議」において決定。

→ 学校等の関係機関とハローワーク・地域若者サポートステ―ションが

連携し、学校中退者等への切れ目のない支援を行う 【厚労省】。

→ 夜間中学に関する広報の強化や、既存の夜間中学における教育実践の

高度化を図るとともに、未設置の全ての道県における新規設置の検討の

支援を引き続き実施。

→ 「子供の貧困対策に関する大綱」等に基づき 「幼児期から高等教育、

段階まで切れ目ない教育費負担の軽減」と「学校をプラットフォームと

した総合的な子供の貧困対策の推進 （※）に取り組む。」

（ ） （ （ ））※ 学校をプラットフォームとした子供の貧困対策に係る主な施策 平成２８年度予算 案

①スクールソーシャルワーカーの配置拡充：９．７億円（３．２億円増）

配置人数 ３，０４７人（８００人増）

貧困対策のための重点加配（新規）１，０００人

※平成３１年度末までの目標：１万人（全中学校区（１万校区）に１人の配置）

②貧困による教育格差の解消に向けた教員定数の措置：１５０人（５０人増）

③地域住民の協力やＩＣＴの活用等による学習支援（ 地域未来塾 ：２．７億円（３，０００「 」）

中学校区、新たに高校生への支援を実施）

※平成３１年度末までの目標：５，０００中学校区（全中学校区（１万校区）の半数）

１８－３ 東日本大震災により被災した子どもたちに対する学習支援や心の

ケア

○ 東日本大震災により被災した児童生徒に対する心のケアや学習支援のた

、 、 、め 被災県等の教育委員会からの申請を踏まえ 平成２７年度においては

（ 、 、 、 、 、 ） ，６県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 新潟県 に対して計１

０７１名（義務教育諸学校：９８６名、高等学校：８５名）の教職員定数

の加配措置を実施。

○ 東日本大震災で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童生徒の就学機会
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を確保するため、平成２３年度から平成２６年度まで、平成２３年度補正

予算（第１次及び第３次）及び平成２６年度予算において措置した「被災

児童生徒就学支援等臨時特例交付金 （約４４４億円、全額国庫負担）に」

よる基金事業として、各都道府県等において、幼児園児への修学支援、小

中学生に対する学用品費等の高校生に対する奨学金支給、特別支援学校等

に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学校の授

業料減免を実施しており、平成２６年度においては約４万７千人の幼児児

童生徒への支援を実施。

○ 一方で、同基金が平成２６年度末で終期を迎えることや、行政事業レビ

ューの結果を踏まえ、従来の基金方式を見直し、平成２７年度から、全額

国庫補助の単年度の交付金事業として 被災児童生徒就学支援等事業 約「 」（

８０億円）を創設。

○ 東日本大震災で被災した幼児児童生徒等の心のケアを図るため、平成２

７年度予算において、スクールカウンセラー等を学校等に派遣するために

必要な経費を措置（ 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 （約２７億「 」

円、全額国庫負担、復興特別会計 。）

→ 東日本大震災により被災した幼児児童生徒等に対する就学支援、学習

支援や心のケアについて、被災地からの要望等を踏まえて引き続き支援

を行う。

１８－４ 生徒指導体制及び教育相談体制の整備・充実（基本施策２－３の

再掲）

１８－５ いじめ、暴力行為等の問題への取組の徹底（基本施策２－４の再

掲）

成果目標７（安全・安心な教育研究環境の確保）

基本施策１９ 教育研究環境の整備や安全に関する教育の充実など学校にお

ける児童生徒等の安全の確保

１９－１ 安全・安心な学校施設

○ 公立学校については、耐震化のための国庫補助を行うとともに、耐震化

が遅れている地方公共団体に対し大臣書簡を送付するとともに、ヒアリン

グを実施する等の取組を行っている。この結果、平成２７年度予算事業実

施後の公立小中学校の耐震化については、学校の統合や震災の影響等、各

地方公共団体の個別事情により耐震対策が遅れているものを除き、おおむ

ね完了する見込み（約９８％ 。）

【参考】

公立小中学校施設の耐震化率 ９５．６％（平成２７年４月現在）

○ また、非構造部材の耐震対策に対しても国庫補助を行うとともに 「学、
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校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版 」の作成や講習会の）

開催などの取組を行っている。特に致命的な事故の起こりやすい屋内運動

場等の吊り天井の落下防止対策については 「学校施設における天井等落、

下防止対策のための手引」及び「屋内運動場等の天井等落下防止対策事例

集」を作成・配布するなど対策の加速化に向けた取組を実施。平成２７年

度予算事業実施後の公立小中学校の屋内運動場等の吊り天井の落下防止対

策については、学校の統合や震災の影響等、各地方公共団体の個別事情に

より対策が遅れているものを除き、おおむね完了する見込み。

【参考】

対策が未実施の吊り天井を有する屋内運動場等の棟数（公立小中学校） ４，８４９棟

（平成２７年４月現在）

○ さらに、老朽化対策について、厳しい財政状況下、コストを抑えながら

「 」 、建て替えと同等の教育環境を確保できる 長寿命化改修 を推進するため

平成２５年度に創設した「長寿命化改良事業」や地方公共団体の先導的な

取組を支援する「学校施設老朽化対策先導事業 、長寿命化改修の具体的」

手法を示した手引（平成２６年１月）について、地方公共団体職員を対象

とした講習会の開催などを通じて、普及啓発を図った。また、地方公共団

体による学校施設の長寿命化計画策定の具体的手法等をまとめた手引を作

成。さらに、手引を基に個別施設計画を策定する地方公共団体を支援する

「学校施設の個別施設計画策定支援事業」を実施。

○ 学校施設の津波対策や避難所となる学校施設の在り方について、有識者

会議において検討を行い、報告書「災害に強い学校施設の在り方について

～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～ （平成２６年３月）を」

取りまとめ、平成２７年度には、報告書の普及や最新の取組事例の紹介を

行った。また 「公立学校施設における津波対策状況調査 （平成２６年、 」

１０月公表）を実施し、施設面での対策状況等について全国的な概況を把

握した。さらに、防災機能強化の取組に対し国庫補助を行っている。

○ 平成２６年度から南海トラフ地震による津波対策として必要となる公立

学校施設の高台への移転改築事業に係る国庫補助制度を創設。さらに、平

成２７年度から、改築事業について、全国における津波対策のための移転

等に対する補助制度を拡充。

○ 国立大学等については 「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画」、

に基づき、耐震化を含む老朽改善整備等を推進しており、平成２７年５月

現在の耐震化率は９６．４％に進捗した （平成２６年５月現在：９４．。

２％）また、屋内運動場等の吊り天井の落下防止対策については、平成２

７年度までの速やかな完了を目指し、平成２６年８月に天井撤去を中心と

した対策の一層の推進を要請する通知を発出するなど対策の加速化に向け

た取組を行っている。

、 、○ 私立学校については 国公立学校施設の耐震化の進捗状況を勘案しつつ

できる限り早期の耐震化完了を目指しており、耐震化を促進するため、平
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成２６年度の耐震改築事業制度の創設、補助要件の緩和、平成２７年度補

正予算における耐震化の長期低利融資に係る財政融資資金の計上など、国

庫補助と融資の両面で支援を推進。

【参考】私立学校施設の耐震化率（平成２７年５月現在）

幼稚園～高等学校等 ８３．５％

大学等 ８７．６％

→ 引き続き、非構造部材を含む学校施設の耐震化について、必要な予算

、 、を確保するとともに 各地方公共団体等への働きかけを行うなどにより

取組を推進する。

→ また、津波対策としての避難経路の整備、避難所としての防災機能強

化等についても、必要な予算を確保するとともに、講習会の実施等によ

り、取組を一層推進する。

→ 厳しい財政状況の下で効果的・効率的に学校施設の老朽化対策を行う

必要があるため、引き続き必要な予算の確保に努めるとともに、地方公

共団体における学校施設の長寿命化計画策定のための支援や講習会の実

施等を行うことにより、老朽化対策をより一層推進する。

１９－２ 学校安全の推進

、 「 」○ 平成２４年度から２６年度まで 児童生徒等が 主体的に行動する態度

等を身に付けるための新たな防災教育の手法の開発・普及等を支援する

「実践的防災教育総合支援事業」を実施し、平成２７年度から防災教育を

中心として、交通安全・防犯も含めた総合的な安全教育支援事業「防災教

育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」を実施 。。

○ 学校安全教室の講師となる教職員等に対する講習会や教職員等に対する

心肺蘇生法実技講習会を実施。また、独立行政法人教員研修センターにお

いて、各都道府県で指導的な役割を果たしている指導主事等を対象に、学

校事故対応を中心とした学校安全に関する研修会を実施。

○ スクールガード・リーダーを活用した学校安全ボランティアの育成やボ

ランティアによる見守り活動など、地域ぐるみで学校安全の体制整備を実

施。

○ 地域における推進体制の構築を促すなど、通学路の交通安全の確保につ

いての通知を発出し、取組を促進。

また、通学路安全対策アドバイザーを派遣し、専門的な見地からの必要

な指導・助言の下、通学路の合同点検や安全対策の検討を行う「通学路安

」 、 。全推進事業 を実施するなど 通学路の交通安全確保のための取組を推進

（平成２５、２６年度）

○ 中央教育審議会の下に学校安全部会を設置し、安全教育の指導時間の確

保等、今後の学校安全の基本的な施策の在り方を中心に専門的に調査審議

を行い、平成２６年１１月に「審議のまとめ」を取りまとめ。



- 44 -

○ 「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議を設置し、これまで発生

した学校管理下での事件・事故災害における学校及び学校の設置者の対応

について実態調査を行い、分析を実施した上で、学校事故の再発防止と事

故後の対応の在り方について指針として取りまとめ、全国の学校、学校設

置者等へ周知（平成２６、２７年度 。）

→ 安全教育の充実に関する成果について、周知・徹底を図る。

→ 学習指導要領改訂に当たり、安全教育の系統的な内容を確保するた

めに、教育課程全体の中で検討を行う。

→ 安全教育に関する教職員の研修等の充実により、資質の向上を図る。

→ 学校、教育委員会や道路管理者、警察、保護者などの関係が協力し、

継続的に通学路の合同点検や交通安全対策を実施するよう、関係省庁と

連携し支援する。
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４つの基本的方向性を支える環境整備

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

基本施策２３ 現場重視の学校運営・地方教育行政の改革

２３－１ 地方の主体性，創意工夫が生かされる教育行政体制の確立

○ 教育委員会の在り方に関しては、教育委員会会議における委員からの提

案に基づき議題の設定するケースの増加や、議事録の公開状況の改善等、

教育委員会の活性化に向けた取組の充実が図られている。

○ また、今後の教育委員会の責任体制の確立等に向けて、教育再生実行会

議第二次提言を受けて、平成２５年１２月に中央教育審議会において「今

後の地方教育行政の在り方について（答申 」を取りまとめた。これを受）

け 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正案を国会に提出、

し、平成２６年６月に成立した。改正法は平成２７年４月１日から施行。

○ なお、県費負担教職員の給与等の負担の指定都市への移譲等について、

「今後の地方教育行政の在り方について（答申 （平成２５年１２月中）」

央教育審議会）及び「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」

（ ） 、 、平成２５年１２月閣議決定 等を踏まえ 平成２６年通常国会において

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」が成立し、関係法律が改正され、平成２９年４月

１日に指定都市が設置する義務教育諸学校の教職員の給与等の負担が道府

県から指定都市へ移譲される予定。

【参考】

＜教育委員会会議の運営上の工夫＞

・教育委員会会議では、議案の承認にとどまらず、委員からの提案に基づき議題を設定

（県・指定都市）平成２３年度：７．６％ → 平成２５年度：１０．４％

（市町村）平成２３年度：９．５％ → 平成２５年度：１０．０％

＜教育委員会会議の公開状況＞

・教育委員会会議の議事録の公開状況

（県・指定都市）平成２３年度：９８．５％ → 平成２５年度：１００．０％

（市町村）平成２３年度：４７．８％ → 平成２５年度：５３．０％

２３－２ 地域とともにある学校づくりの推進（基本施策２０－２の再掲）
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基本施策２４ きめ細かで質の高い教育に対応するための教職員等の指導体

制の整備

２４－１ 学級規模及び教職員配置の適正化など教職員等の指導体制の整備

○ 平成２７年度予算においては、少子化等に伴って教職員定数が減少する

一方で、授業革新などによる教育の質の向上、チーム学校の推進、個別の

教育課題への対応などに必要な５００人の加配定数の改善を実施。

○ また、多彩な人材の参画による学校の教育力向上を図る方策として、１

０，０００人のサポートスタッフを指導員として配置する「補習等のため

の指導員等派遣事業」を引き続き実施。

→ 平成２８年度予算案に盛り込んでいる小学校における専科指導やアク

、 、ティブ・ラーニング チーム学校などの取組を着実に推進するとともに

今後の教職員定数の在り方について引き続き検討を行う。

（ ）２４－２ 学び続ける教員を支援する仕組みの構築 基本施策４－１の再掲

２４－３ 大学・大学院における教員養成の改善（基本施策４－２の再掲）

２４－４ 教員採用の在り方の改善と多様な人材の登用（基本施策４－３の

再掲）

２４－５ 教育委員会・学校と大学との連携・協働による研修の高度化（基

本施策４－４の再掲）

２４－６ 適切な人事管理の実施の促進（基本施策４－５の再掲）

２４－７ メリハリある給与体系の確立（基本施策４－６の再掲）

基本施策２５ 良好で質の高い学びを実現する教育環境の整備

２５－１ 良好で質の高い学校施設の整備

（老朽化対策）

○ 厳しい財政状況の下、コストを抑えながら建て替えと同等の教育環境を

確保できる 長寿命化改修 を推進するため 平成２５年度に創設した 長「 」 、 「

寿命化改良事業」や地方公共団体の先導的な取組を支援する「学校施設老

朽化対策先導事業 、長寿命化改修の具体的手法を示した手引の作成（平」

成２６年１月）について、地方公共団体職員を対象とした講習会の開催な

どを通じて、普及啓発を図った。また、地方公共団体による学校施設の長

寿命化計画策定の具体的手法等をまとめた手引を作成。さらに、手引を基

に個別施設計画を策定する地方公共団体を支援する「学校施設の個別施設

計画策定支援事業」を実施。
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（エコスクール）

○ エコスクールの整備に対する国庫補助、意義及び効果の普及・啓発に取

り組むとともに、環境教育の教材として活用できる公立学校施設の整備推

進を目的とした「エコスクール・パイロットモデル事業」や学校ゼロエネ

ルギー化に取り組む地方公共団体を支援する「スーパーエコスクール実証

事業」を実施。

【参考】

・エコスクールパイロット・モデル認定校

平成２４年度１，３７２校 → 平成２７年度１，６１１校〔延べ校数〕

・再生可能エネルギー設備を設置する公立学校

平成２３年度６，１９１校 → 平成２７年度９，８３９校〔延べ校数〕

（木材利用）

○ 木造での学校施設の整備に関する調査研究を実施し、日本工業規格であ

る「木造校舎の構造設計標準（ＪＩＳ Ａ ３３０１ 」について、近年）

の学校施設に求められる機能の変化などに対応するよう全面改正するとと

もに、ＪＩＳ Ａ ３３０１の解説書となる「技術資料」を作成・配布。

また、公立学校における木造校舎の整備や内装の木質化に対する国庫補助

を行っているほか、規制緩和された木造３階建て等の大規模木造校舎等で

整備を行う地方公共団体の取組を支援する「木の学校づくり先導事業」を

実施。さらに、講習会の開催や木材利用促進に関する地方公共団体への通

知の発出など、学校施設における木材活用の意義及び効果の普及・啓発に

取り組んでいる。

【参考】公立学校における木材利用の状況

平成２６年度に新しく建築された学校施設（１，０１６棟）のうち、７２１棟（７１．０％）が

木材を使用した木の学校

〔内訳 ・木造施設 ２１４棟（２１．１％ 【平成２４年度 ２０．０％】〕 ）

・非木造施設のうち内装が木質化された施設５０７棟（４９．９％）

【平成２４年度 ５５．２％】

（バリアフリー）

○ 公立学校施設のバリアフリー化に係る施設整備について国庫補助を実施

（平成２７年度当初予算での補助実績：１８件）するとともに、バリアフ

リー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した指針や、

好事例の普及啓発を図った。

→ 厳しい財政状況の下で効果的・効率的に学校施設の老朽化対策を行う

必要があるため、引き続き必要な予算の確保に努めるとともに、今後は

更に地方公共団体における中長期的な再生整備の支援や講習会の実施等

も行うことにより、老朽化対策をより一層推進する。その際、エコスク

ール、木材利用、バリアフリー化にも配慮し、質の高い学校施設整備を

推進する。
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２５－２ 教材等の教育環境の充実

○ 「教材整備指針 （平成２３年４月通知）に基づき学校教材の整備が安」

定的かつ計画的に実施できるよう、１０年間の「義務教育諸学校における

新たな教材整備計画 （平成２４年度から平成３３年度の１０か年総額：」

約８，０００億円）を策定し、教材整備にかかる費用の地方自治体におけ

る予算化を促した。平成２７年度は８００億円の地方財政措置が講じられ

た。

○ 学校図書館図書標準の達成状況については、平成２５年度末現在におい

て、小学校６０．２％、中学校５２．３％となっている。学校図書館資料

を充実させるため、平成２４年度から２８年度までの５年間で図書整備に

毎年度約２００億円（総額約１，０００億円 、新聞配備に毎年度約１５）

億円（総額約７５億円）の地方財政措置を行う「学校図書館図書整備５か

年計画 （平成２４年度から平成２８年度の５か年計画）を策定し、学校」

図書館図書の整備充実を促進した。

○ 学校司書の配置について、平成２６年５月現在、小学校５４．３％、中

学校５３．０％となっている。学校図書館の活用を更に充実するため、平

成２４年度以降約１５０億円の地方財政措置が講じられ、専門的な人材配

置による学校図書館の人的体制の強化を促進した。

○ 教育の情報化については 「教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画、

（平成２６～２９年度：４年間総額６，７１２億円 」を策定。平成２７）

年度は、地方自治体における学校のＩＣＴ環境整備に対して、１，６７８

億円の地方財政措置が講じられた。また、校内ＬＡＮを整備する際に必要

な経費の一部を補助し、学校のＩＣＴ環境の整備促進を図った。

○ ＩＣＴ環境の整備・充実を図る自治体の取組を支援するため、ＩＣＴ環

境の整備を図ろうとする自治体ニーズに応じて適切な助言を行う「ＩＣＴ

活用教育アドバイザー」を派遣。

【参考】

・教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数

平成２４年度：６．５４人 → 平成２６年度：６．４人

・普通教室の校内ＬＡＮ整備率

平成２４年度：８４．４％ → 平成２６年度：８６．４％

・超高速インターネット接続率

平成２４年度：７５．４％ → 平成２６年度：８１．６％

・校務用コンピュータ整備率

平成２４年度：１０８．１％ → 平成２６年度：１１３．９％

→ 地方自治体に対して、通知や会議等を通じて「義務教育諸学校におけ

る新たな教材整備計画 「学校図書館図書整備５か年計画 「教育の」、 」、

ＩＴ化に向けた環境整備４か年計画」の周知を図り、安定的、計画的な
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整備が実施されるよう促す。また、総合教育会議における協議・調整を

経て、教育行政の大綱の中で、教育環境の計画的な整備について規定す

るなど、積極的な取組がなされるよう促す。

引き続き、ＩＣＴを活用した地方自治体の教育の取組状況に応じた助

言を行うアドバイザーの派遣などを通じて、ＩＣＴ環境の整備のための

取組を促進する。

基本施策２６ 大学におけるガバナンス機能の強化

２６－１ 大学におけるガバナンス機能の強化

〇 教授会の役割の明確化や国立大学法人の学長選考の透明化等を内容とす

る学校教育法及び国立大学法人法の改正案を提出し、平成２６年６月に成

立。また、法改正を受けて設置した検討会議における検討を受けて、８月

に施行通知等を発出、９月に全大学を対象とした説明会を開催、１２月に

各大学による内部規則等の総点検・見直しの進捗状況について調査を実施

し、中間状況を把握。各大学や大学団体等からの求めに応じて、教職員研

修会での説明や個別相談を随時実施。

○ 国立大学については 「国立大学改革強化促進事業」として 「ミッシ、 、

ョンの再定義」を踏まえた学内資源配分の最適化のための大学や学部の枠

を越えた教育研究組織の再編成に向けた取組や人材の新陳代謝などの先導

的な取組を集中的かつ重点的に支援。

○ 私立大学等のガバナンス機能強化のための教育研究活動等への支援とし

て、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、教育の質

的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む大学を支

援するため、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

○ 学校法人の財務情報等について、一般に閲覧可能なホームページへ掲載

している法人の割合は９８．６％（平成２５年度）から９９．７％（平成

２６年度）に上昇。平成２７年度以降においても財務情報等の積極的な公

開に努めるよう、学校法人監事研修会や学校法人の運営等に関する協議会

等を通じ求めた。

○ 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会「競争力強化に向けた大

学知的資産マネジメント検討委員会」を設置し、平成２７年８月に「イノ

ベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について」を

取りまとめ。大学が有する研究経営資源（人、モノ、金等の知的資産）を

戦略的・効果的に活用する研究経営システムの確立に向けた大学経営の在

り方等を示したところ。

→ 私立大学等のガバナンス機能強化のための教育研究活動等への支援の

ため、引き続き必要な予算を確保する。

→ 研究経営システムの確立に資するよう、前掲１５－３の「産学官連携

リスクマネジメント推進事業」に加え、平成２８年度より大学の研究経
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営資源のマネジメントを担う人材育成及びその全国的な体制構築に向け

た「イノベーション経営人材育成システム構築事業」を実施する。

基本施策２７ 大学等の個性・特色の明確化とそれに基づく機能の強化（機

能別分化）の推進

２７－１ 国立大学の機能強化に向けた改革の推進

○ 今後の国立大学改革の方針や方策をまとめた「国立大学改革プラン」を

策定（平成２５年１１月 。）

○ 各国立大学と文部科学省が意見交換を行い、研究水準、教育成果、産学

連携等の客観的データに基づき、各大学の強み・特色・社会的役割を整理

（ミッションの再定義 。）

先行して整理を行った医学、工学、教員養成の３分野の結果については

平成２５年１２月に他分野に先行して公表した。また、その他の分野につ

いても、平成２６年４月に公表した。

○ 第３期中期目標期間において、国立大学が期待される役割を果たし、そ

の「知の創出機能」を最大化させていくための改革の方向性をとりまとめ

た「国立大学経営力戦略」を策定（平成２７年６月 。）

○ 第１８５回臨時国会で成立した産業競争力強化法において、国立大学法

人から大学発ベンチャー支援会社への出資を可能とする制度改正を実施

（平成２６年４月１日公布 。これを受けて、東北大学、東京大学、京都）

大学、大阪大学の４大学では、ベンチャー等支援会社を通じて大学発ベン

チャーに対する支援を行うため、全学的な体制の整備や、ベンチャー等支

援会社における技術や経営に知見のある役職員等の確保の準備を進めてき

たところ。既に全ての大学において、ベンチャー等支援会社が設立されて

おり、加えて、東北大学、京都大学、大阪大学においては、投資事業有限

責任組合（ファンド）も組成され、投資事業が開始されている。

○ 第３期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方の見直

しのため、文部科学省内に立ち上げた有識者検討会において議論を行い、

平成２７年６月１５日に審議まとめを公表した。

○ 「日本再興戦略」改訂２０１５に基づき、指定国立大学法人制度の創設

を目指し、国立大学法人法の改正案を提出。

→ 「国立大学改革プラン」及び「国立大学経営力戦略」に基づき、今後

速やかに、各国立大学の強み、特色を最大限生かした機能強化及び経営

力強化を図る。

２７－２ 私立大学等における教育研究活性化の促進・支援

○ 私立大学等における教育研究活性化の促進・支援のため、平成２５年度

より「私立大学等改革総合支援事業」として、教育の質的転換、グローバ

ル化といった改革に全学的・組織的に取り組む大学を支援するため、経常
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費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

→ 私立大学等の教育研究活性化の促進・支援のため、引き続き必要な予

算を確保する。

２７－３ 国公私立大学の枠を超えた大学間連携の促進

○ 各大学が自らの強みを活かしつつ、他大学との連携を深める取組を支援

することにより、大学全体として多様かつ高度な教育を展開。

【参考】

・教育・学生支援分野の共同利用拠点（平成２１年度～）：４６拠点を認定（平成２７年４月１日現在）

・教育課程の共同実施（平成２２年度～ ：１０件）

・様々な地域・分野での課題に対して各大学が連携・共同して解決に当たる取組を支援（大学間連

携共同教育推進事業 ：４９件）

→ 国公私の設置形態を超えた大学間連携を引き続き支援することによ

り、強みを活かした機能別分化と教育の質保証を推進する。

２７－４ 大学情報の積極的発信（基本施策９－２の再掲）

２７－５ 大学評価の改善（基本施策９－３の再掲）

基本施策２８ 大学等の財政基盤の確立と個性・特色に応じた施設整備

２８－１ 大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分

○ 国立大学については、平成２７年度予算において、継続的・安定的に教

育研究活動を実施できるよう、大学運営に必要な基盤的経費を確保すると

ともに、各大学の強み・特色を活かした機能強化への取組に必要な経費を

確保（国立大学法人運営費交付金：１兆９４５億円（対前年比１７７億円

減 。））

○ また 「ミッションの再定義」を踏まえた学内資源配分の最適化のため、

の大学や学部の枠を越えた教育研究組織の再編成に向けた取組や人材の新

陳代謝・若手研究者の採用拡大などの先導的な取組を集中的かつ重点的に

支援するなどの経費等を確保 国立大学改革強化促進事業：１６８億円 対（ （

前年比１８億円減 。））

○ 私立大学等については、私立大学等経常費補助により私立大学等の基盤

的経費の充実を図りつつ、近年は、定員充足状況に応じた配分の見直しを

実施。また、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、

教育の質的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む

、 。大学を支援するため 経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援

○ 文部科学省では、全ての競争的資金制度について、間接経費比率を３０

％措置。
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→ 国立大学については、引き続き、国立大学法人運営費交付金など財政

基盤の確立を図るとともに、各大学の機能強化の方向性に応じた取組を

きめ細かく支援するため、３つの重点支援の枠組みを新設し、国立大学

改革を更に加速（平成２８年度予算（案）において、国立大学法人運営

費交付金を対前年度同額の１兆９４５億円を計上 。）

→ 私立大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分の実施のため、引き

続き必要な予算を確保する。

２８－２ 個性・特色に応じた施設整備

○ 国立大学等施設においては 「第３次国立大学法人等施設整備５か年計、

画」に基づき、大学等の機能強化につながる施設整備を図った。

【参考 「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画 （平成２３～２７年度）】 」

・老朽改善整備（目標：約４００万㎡→平成２７年度：２５１．５万㎡（累計 ））

・狭隘解消整備（目標：約８０万㎡→平成２７年度：８７．２万㎡（累計 ））

・大学附属病院の再生（目標：約７０万㎡→平成２７年度：７６．５万㎡（累計 ））

○ 私立大学等については、特色ある教育・研究を実施するため、施設の安

全性の確保や教育研究機能の維持向上等、教育研究基盤の充実・強化に資

する施設・設備の整備事業に対して支援。特に、各大学の経営戦略に基づ

いて行う研究基盤の形成を支援するため 「私立大学戦略的研究基盤形成、

支援事業」として施設・設備等を重点的かつ総合的に支援。

→ 国立大学等施設については、依然として安全性・機能性の不足や老朽

化の更なる進行などの課題を有し、高度化・多様化する教育研究活動に

十分対応できていない状況にあることから 「第３次国立大学法人等施、

設整備５か年計画」に基づき、厳しい財政状況の中にあっても必要な予

算を安定的・継続的に確保する。

→ 私立大学等の教育研究基盤となる施設・設備の整備に係る予算は減少

傾向にあるが、早期の耐震化完了や教育研究基盤の充実・強化のため、

引き続き必要な予算を確保する。

基本施策２９ 私立学校の振興

２９－１ 財政基盤の確立とメリハリある資金配分

○ 私立大学等については、私立大学等経常費補助により私立大学等の基盤

的経費の充実を図りつつ、近年は、定員充足状況に応じた配分の見直しを

実施。また、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、

教育の質的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む

、 。大学を支援するため 経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援
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→ 私立大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分の実施のため、引き

続き必要な予算を確保する。

２９－２ 多元的な資金調達の促進

○ 学校法人への個人寄附に係る税額控除制度を導入（平成２３年）し、あ

わせて私立学校への寄附の促進に向けた「アクションプラン」を策定する

（平成２４年）など、税額控除制度を活用した寄附の促進を図った。

○ 平成２７年度の税制改正において、学校法人に対して個人が寄附した場

合に、税額控除を適用するための、学校法人の寄附実績要件を規模に応じ

て緩和。

○ 「平成２８年度税制改正の大綱 （平成２７年１２月２４日閣議決定）」

においては、学校法人のうち、各事業年度の私立学校の経営に関する事業

の費用が１億円未満の法人についても、税額控除対象法人となるための要

件が緩和されることとなった。

、 。→ 今後も引き続き 学校法人に対する寄附の促進に向けた取組を進める

２９－３ 学校法人に対する経営支援の充実

○ 著しく重大な問題を抱える学校法人への対応について、制度上の課題及

び今後の対応の在り方を整理し、大学設置・学校法人審議会学校法人分科

会において取りまとめた報告書（ 解散命令等に係る課題を踏まえた今後「

の対応の在り方について （平成２５年８月）も踏まえ、運営上重大な問」

題のある学校法人に対する必要な措置の命令など、解散命令に至るまでの

間に段階的な措置を整備するために、私立学校法を改正。

○ 学校法人会計基準を改正（平成２５年４月）し、平成２７年度の施行に

向けて、学校法人監事研修会や学校法人の運営等に関する協議会等を通じ

て学校法人への周知を図った。

○ 一部の学校法人において、教育研究に直接必要な経費に充てられるべき

寄付金及び保護者等から徴収している教材料等について、不適切な取扱い

が行われているという事態が生じたことを受け 平成２７年３月に通知 学、 「

校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について」を各

学校法人、都道府県に発出し、適正な会計処理を求めた。

○ 文部科学省所管学校法人を対象に、学校法人や私立学校の諸活動に関し

て、在学生保護者等関係者から支払われる金銭や在学生保護者等関係者に

対し負担を求めているものに係る会計処理の実態を把握するための調査を

実施。調査結果を踏まえ、平成２７年１２月に通知「学校法人における会

計処理等の適正確保について」を各学校法人に発出し、改めて適性な会計

処理を促した。
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→ 引き続き、学校法人が自ら的確な経営判断を行うことができるよう必

要な経営指導・支援に取り組む。

基本施策３０ 社会教育推進体制の強化

３０－１ 社会教育推進体制の強化

○ 中央教育審議会生涯学習分科会の下に設置されたワーキンググループに

おいて 「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループの審議、

の整理」を取りまとめ。当該報告書で示された今後の社会教育行政の再構

築にかかる方向性に基づき、社会教育に関する専門職員である社会教育主

事等の養成の在り方の見直しを行っている。

→ 社会教育主事を含めた社会教育指導者に求められる資質は多方面にわ

たっており、養成・研修の在り方の見直しに当たっては、関係者からの

意見を聴取しつつ引き続き十分な議論を要する。
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